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はじめに 

 

 近年、少子高齢化が進行し、人口減少や景気の

長期低迷など社会経済情勢が急激に変化するな

か、市民が地域での活動や市政に積極的に参画し

てまちづくりを担っていくためには、一人ひとり

の人権を尊重し、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会

の実現が求められております。 

 本市では、平成１６年度に「南アルプス市男女共同参画基本計画 南

アルプスハーモニープラン」を策定し、平成１８年１２月に「南アルプ

ス市男女共同参画推進条例」の制定、及び男女共同参画都市宣言を行い、

プランに基づいたさまざまな施策を積極的に進めてきました。 

 しかし、今なお性別による固定的な役割分担意識や、家庭、地域、職

場、学校など社会のあらゆる分野において男女それぞれの意識改革が十

分でないことから、より一層の推進を図るため、平成２７年度を開始年

度とする「第２次南アルプス市男女共同参画基本計画 南アルプスハー

モニープラン」を策定いたしました。策定後、５年を経過したことから、

今般、目標管理をするため、見直しを図りました。 

 この計画では、ユネスコエコパークの基本理念である「人と自然とが

共生し、平和で豊かな地域をつくる」ことを踏まえ、男女共同参画社会

の実現に向けて総合的かつ計画的に施策を推進するために、「男女が共

に『個』として輝き、共に参画するまちづくり」をめざしてまいります。 

 最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提案をいただきま

した市民のみなさまをはじめとします関係各位に心からお礼申し上げ

ます。 

 令和２年３月 

南アルプス市長 金 丸 一 元  
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１ 計画の性格 

１ この計画は、「第２次南アルプス市総合計画（平成２７年度から平成３６年度）」の「政

策１ 安全でみどり豊かな 人がつながるまちの形成」の中の、「施策２ 市民参加のまちづ

くり」に位置づけられ、家庭・地域社会・職場・学校・事業所及び行政が共にめざすべき

方向性を示しています。 

 

２ この計画は、男女共同参画基本法及び南アルプス市男女共同参画推進条例に基づき、国

の「第３次男女共同参画基本計画」と、県の「第３次山梨県男女共同参画計画」を踏まえ、

各事業計画との整合性を図っています。 

 

３ この計画は、「男女共同参画に関する市民アンケート調査」及びパブリックコメントによ

る市民の意見を反映しています。 

 

４ この計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第２条の３第３

項に基づく「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本

的な計画」としても位置づけています。 

 

 

２ 計画の期間 

この計画は、平成２７年度（２０１５年度）から平成３６年度（２０２４年度）までの１０

年間とします。ただし、施策を計画的に推進するために、必要に応じて計画の見直しを行いま

す。 

 

 

３ 計画の基本視点    

 本市においては、平成１７年度「南アルプスハーモニープラン」を策定し、平成２６年度ま

で男女共同参画の推進を図ってきました。その間、平成１８年１２月には「南アルプス市男女

共同参画推進条例」が公布され、本市における男女共同参画推進活動の成果につながってきて

います。また、平成２２年１２月には国の新たな基本計画「第３次男女共同参画基本計画」が

策定され、平成２４年２月には山梨県においても「第３次山梨県男女共同参画計画」が策定さ

れました。国及び県の提示した新たな視点も勘案して、同年３月、本市プランの見直しを行な

い、本年度、計画期間の終了をみました。 

 このたび「第２次南アルプス市総合計画」の策定に伴い、ここに「第２次南アルプス市男女

共同参画基本計画 南アルプスハーモニープラン」を策定することになりました。 

 策定にあたっては、見直しプランの取り組みを継続し、重点的に実践すべき事項を中核とし

てプランの事業を組み立てています。 

 今回の策定において、引き続き取り組む重点事項は、次のとおりです。 

（１）人権を生活の中で実体化していく取り組みを行なう 

   学習面では、①「男女平等」についての知識と理解を提供し（これは「男女共同参画の

基本」である）、それとともに広く、②「人権」についての知識と理解を提供する（これ

は「男女共同参画は人権問題」という考え方に基づく）。 

   実践面では、①人権の尊重を日常の中で取り組み（家庭生活・夫婦生活・子育て・介護

などの場面で）、②他人の家の内情の暴露を禁止し（プライバシーの保護に該当）、③暴力

の禁止やお互いの話を聞き合うという態度を養成し、④いじめ等の人権侵害からの自殺の

防止を図る。 
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（２）数値化を強化する 

  ① できる限り多くの事項を「期限化」する。 

  ② できる限り多くの事項を「数値目標化」する。 

（３）男女共同参画についての「正しい」理解を促進する（特に行政職員及び一般市民を対象

にして） 

   内容面では、①性差別の禁止、②男女共同参画の推進の必要性、③多様な生き方ができ

る社会の構築、④固定的な性別役割分担意識の解消 

   方法面では、①各自の学習による周知、②推進委員による推進活動 

（４）パブリシティ（公開性）を強化する 

   条例やプランなど、男女共同参画に関する正しい情報を多くの人が簡便に入手できるよ

うに、情報の公開性を高め強化する。 

  ① インターネットによる「条例」の公表と周知（ダウンロードを可能にする）本市の優

れた条例を正しく知ってもらうために「全文」を入手できる状態に置く 

  ② インターネットによる条例の「逐条解説」の公表と周知（ダウンロードを可能にする）

市民が各自で条例を読んでその規範内容がよくわかるように条例の理解を助けるため、

すでに条例制定時に作成してある逐条解説の「全文」を入手できる状態に置く 

  ③ インターネットによるプランの公表と周知（ダウンロードを可能にする） 

   市民がプラン冊子の「全文」（PDFファイル）を入手できる状態に置く 

（５）人づくりのための教育訓練プログラムの強化 

   男女が対等に評価され利益と責任を分かち合う男女共同参画社会を形成するためには、

何よりも、人づくりが大切であるから、そのための教育訓練プログラムが強化されなけれ

ばならない。 

  ① 学習面では、以下のような人づくりを行う 

   (1) 議論できる人づくり 

(2) 指導できる人づくり 

(3) 男女共同参画を正しく伝えられる人づくり 

(4) 男女共同参画推進の核になる人づくり 

② 男女共同参画推進の核となる人に、活動機会を確保し提供する 

委員会との関連では、行政側は機会を提供することに努め、推進委員側は説明経験を蓄

積していく 

プランモニター制などとの関連も模索する 

（６）安全安心な暮らしづくりへの貢献（男女共同参画とを繋げる） 

  ① 女性に対するあらゆる暴力の根絶（専業主婦を含めた女性の安全） 

② 虐待からの児童の保護（親のケア・周囲の人による警戒） 

③ 高齢者・障害者に対する虐待への対応 

④ 相談窓口の設置と男女による相談担当 

⑤ 防犯防災に向けた男女共同参画の促進と団体支援 

⑥ 環境問題への男女共同参画 

（７）モニターの強化（プランの職場・住民への影響や成果の浸透度の検証のため） 

  ① プランモニターの設置 

    市内各所にプランモニターを設置する。そのことで、市内のどこにプランの何が伝わ

っているかあるいはいないかがモニターでき、伝わっていない地域・伝わっていない情

報を獲得することで、その後の合理的な推進活動に役立てることができる。 

  ② 苦情の処理の手続きの確立（プランのモニタリングの成果の反映として） 

男女共同参画施策と異なる状況が発見された時の対応の実効ある手続をつくる。 
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（８）男女共同参画の推進力の強化 

  ① 推進委員の推進能力の向上 

    推進委員を対象に、少し高度で各部会に適した人づくり講座を提供する。 

② 推進委員の活動のサポート 

例えば、推進委員が企業への推進活動を図ろうとするときには行政によるサポートが

必要である。 

③ 行政による推進機会の創出とサポート 

行政が推進委員に推進の機会を掘り起こして提供し、推進委員が活動に赴く。 

（９）経済活性化のための男女共同参画的取り組み 

   男女平等は経済の活性化に繋がることが EU試算や国連白書で示されてきている。 

  ① 男女平等の職場づくり（これによる企業業績の向上を図る） 

② 女性が経済的に自立することの促進 

女性の経済的自立を、経済の活性化および元気な社会づくりに繋げる。 

以上、９項目の重点事項を、本プランの各所の事業の中に盛り込むように策定しています。 
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４ 計画の体系 

施策の基本目標 重点目標 施策の方向 

１ 男女の人権の

尊重とその実現 

（1）男女の人権の具体化 
①法制度に関する知識の充実 

②メディアへの男女共同参画の視点の投入 

（2）男女平等教育と意識

啓発の推進 
①家庭・学校・生涯学習等における男女平等教育の推進 

（3）あらゆる暴力の防止 
①あらゆる暴力防止に向けた学習、啓発の推進 

②相談体制の充実 

２ 男女が共に自

立して支え合う家

庭づくり 

（1）家庭での役割分担に

おける意識改革の推進 
①多様化するライフスタイルに応じた家庭づくり 

（2）子育て支援、介護支

援などの環境づくり 

①多様な子育て支援の充実 

②家族介護と介護予防への支援の充実 

（3）心とからだの健康支

援 

①心身の健康づくりの充実 

②男女互いの性の理解と尊重 

（4）自立のための生活支

援 
①生活上の困難に直面する男女への支援 

３ 男女共同参画

による豊かな地域

社会づくり 

（1）男女共に世代を超え

た地域づくり 

①地域社会における制度・慣行の見直し 

②男女共同参画の視点に立った地域防災活動の推進 

（2）男性、子どもにとって

の男女共同参画の推進 

①男性にとっての男女共同参画の推進 

②子どもにとっての男女共同参画の推進 

（3）政策、方針決定過程

への女性の参画の拡大 

①各種行政委員や審議会等への女性の登用率の向上 

②市政等への参画の促進 

（4）国際社会を視野に入

れた男女共同参画の推進 

①国際社会の取り組み等の情報収集とその施策への反映 

②国際社会の情報収集を目的とした国際交流への取り組み 

４ 男女が平等で

共に働きやすい

職場づくり 

（1）職場での男女平等の

促進 

①雇用等における男女の均等な機会と待遇の確保 

②働く男女の制度的支援の充実 

（2）農業等における労働

環境の整備 

①農業・商工業・自営従事者・女性起業家への就業環境の

整備 

（3）ワーク・ライフ・バラン

スの推進 
①調和のとれた労働・家庭生活・地域活動への支援 

５ 男女共同参画

プランの推進体制

づくり 

（１）推進体制の充実 
①推進機関の充実 

②他団体との連携、情報交換の推進 

 

総合目標   

男女が共に「個」として輝き、共に参画するまちづくりをめざして 



 

 

 

 

 

 

 

第２章 

 

計 画 の 内 容 
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１．男女の人権の尊重とその実現 
 

（１）男女の人権の具体化 

① 法制度に関する知識の充実 

 男女共同参画を支える男女の人権について、正確な知識を深めるため、日本

国憲法・男女共同参画基本法及び男女雇用機会均等法等により保障されている

人権や法律上の権利について、研修会や講座等を開催します。図書の充実にも

努め、情報媒体を活用し情報を提供します。 

 

 

市民の取り組み 

  

 

◎ 憲法や法律を身近なものとして考える機会をつくりましょう。 

 ◎ 生活の中にある男女差別や性別による役割分担をみつけてみましょう。 

◎ 男女の人権の社会的、経済的効果を学習しましょう。 

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

講演会・学習会等の

開催と内容の充実 

人権が尊重される社会をめざし、憲法、法律、条例等の理解の

促進と活用能力の向上に努め、学習会の開催と内容の充実を図

ります。 

図書等の充実 
男女共同参画に関係する図書の充実と関連資料の収集に努めま

す。各図書館の連携を図り、必要な図書や情報を提供します。 

広報等の発行 
男女共同参画に関する広報・情報誌・ホームページ・CATV等で

情報を提供します。 
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②メディア
注１

への男女共同参画の視点の投入  

新聞・テレビ・雑誌などが流す情報の中に、ジェンダー
注２

による偏見が含まれ

ており、そのため、固定的な性別役割分担意識がすり込まれていることが多い

ものです。ジェンダーによる偏見に気づくための研修会や講座等を開催します。 

 

注１ 媒体。手段。特に、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどの媒体。 

注２ 社会的、文化的に形成される男女の差異。「男らしさ」、「女らしさ」といった 

言葉で表現されるもの。社会的性別 

 

 

市民の取り組み 

 

 

◎ 無意識のうちに男女差別や性別による役割分担を決め付けていませんか？ 

   この機会に見直してみましょう。 

◎ テレビ・新聞等の内容についてジェンダーチェック
注３

をし、家族で考えてみましょう。 

◎ 気づくことが大切です。市から発行される情報誌等には目を通し共に考えてみ 

ましょう。 

 

注３ 社会的、文化的に形成される男女の差異。男らしさ、女らしさといった言葉で 

表現されるものを調べ照合すること 

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

講座・学習会等の開

催と啓発活動の実

施 

男女共同参画に関する理解はメディアによる影響も多いと思われま

す。ジェンダーによる偏り（バイアス）を理解するための学習会等を

開催し啓発に努めます。 

広報等の発行 

男女共同参画に関する広報・情報誌・ホームページ・CATV 等情報

の提供をします。 

市で発行する広報等の内容についてジェンダーによる固定的な内

容に偏らない広報等に努めます。 



7 

 

（２）男女平等教育と意識啓発の推進 

① 家庭・学校・生涯学習等における男女平等教育の推進 

乳幼児期からのあらゆる教育の場において、男女平等を中心とする人権教育

を推進します。市職員・教職員等に対する研修を実施します。 

 

 

市民の取り組み 

  

 

◎ 各種の講座に積極的に参加しましょう。そのために共に家族が協力して参加 

しやすい環境を作りましょう。 

◎ 感謝の言葉「ありがとう」を言い忘れていませんか？家族一人ひとりが、お互い 

を思いやりながら生活しましょう。 

◎ コミュニケーションをとり、日ごろから話し合う機会を持ちましょう。 

 

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

人権教育・男女平等

教育の推進 

各学校や保育所等では、ジェンダーにとらわれない教育を推進し、男

女平等を中心とする人権教育の推進を図ります。さらに市の人権擁護

委員等の協力を得て市内の保育所や小中学校で学習会を開催しま

す。 

教職員等の研修会

実施 

男女共同参画社会の理解を深めるため、学校現場で直接児童、生徒

を指導する教職員等を対象とした研修等の取り組みを促進します。ま

た情報提供にも努めます。 

男女共同参画に関

する生涯学習機会

の充実 

市民誰もが男女の区別なく、生涯にわたって社会のあらゆる分野に参

画していくため男女共同参画の学習会を開催します。 
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（３）あらゆる暴力の防止   

① あらゆる暴力防止に向けた学習、啓発の推進 

夫婦間や恋人（生活の本拠を共にしない交際相手）からのあらゆる形態の暴

力であるドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）と、家庭内での児童虐待・介

護高齢者・障がい者への暴力及び職場・学校・地域社会等における、言葉の暴

力、いじめ、セクシュアル・ハラスメントなど多くの場でさまざまな暴力があ

ります。それらは人権侵害であり犯罪であるという認識を深めるための啓発に

努めます。 

 

 

市民の取り組み 

 

 

◎ 安らぎのある社会をめざし、お互いを思いやり、家庭・職場・学校・地域など 

において話し合いの時間を持ちましょう。 

◎ ＤＶやセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント
注 4

などについて、正しい 

知識を学びましょう。 

 

注４ 職場内の人間関係において発生するいじめや嫌がらせ 

 

 

行政の取り組み 

事業 内容 

あらゆる暴力防止

に向けた学習、啓

発の推進 

暴力を未然に防ぐためにＤＶに関する学習会を開催します。また、学

校における教育・啓発に努めます。 

男女の人権を守る

ための啓発 

配偶者からの暴力であるＤＶの根絶・ことばによる暴力も人権侵害で

あることの啓発に努めます。 

企業・事業所等にセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及

びマタニティ・ハラスメント
注 5

等の防止啓発に努めます。また性の商品

化防止の啓発にも努めます。 

障がい者・高齢者 

乳幼児に対する虐

待防止の啓発 

障がい者、高齢者、乳幼児の人権を守るため虐待防止の啓発を 

行います。 

  注５ 職場などでの、妊娠・出産に関する嫌がらせ。妊婦に直接いやがらせを言ったり 

したりするほか、妊娠を理由に自主退職を強要すること 
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② 相談体制の充実 

相談者の二次的被害を防止するため、ＤＶに関する正しい知識を身につけ、

相談業務を遂行します。また、被害者の個人情報に関して適切な取り扱いを徹

底し、関係機関と連携を図りながら相談体制の充実に努めます。 

 

 

市民の取り組み 

 

 

◎ 暴力を受けた時は一人で悩まないで、人権擁護委員・警察署・弁護士会・ 

女性相談所・市役所（子育て支援課）などに相談しましょう。 

◎ 身近な人から相談を受けた時は、相談機関など情報提供に心がけましょう。 

 

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

相談体制の充実 各関係機関と連携を図り、相談体制の充実に努めます。 

ＤＶ防止に関する

支援制度等の情報

提供 

市役所関係機関（子育て支援課）の協力を得ながら、情報提供の充

実を図ります。 

防犯意識の啓発と

安全づくり体制の

整備 

不審者などからの防犯について、青色パトロール車による巡回と地

域で取り組む体制の支援や、関係機関との連携を図り、子どもたちの

安全対策に努めます。 
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２．男女が共に自立して支え合う家庭づくり 
 

（１）家庭での役割分担における意識改革の推進 

① 多様化するライフスタイル
注 6

に応じた家族づくり 

家庭生活の中では、固定的な役割分担意識が根強く残っていて、家事・育児・

介護などで女性に多くの負担がかかっています。これらを改善するために、男

女がそれぞれ生活面においても人格的においても自立できる体制をつくり、相

互の理解を得られるような啓発に努めます。各種講座等の開催を実施します。 

注６ 生活の様式・営み方。また、人生観・価値観・習慣などを含めた個人の生き方。 

 

 

市民の取り組み 

 

 
◎ 家庭内ではお互いを理解し合いながら、生活しましょう。 

◎ 「ママの休日」をつくり、家族でママを応援しましょう。 

◎ 家庭内でも個人のプライバシー
注 7

は守り、話し合いの時間を多く持ちましょう。 

◎ 男女共に家事・育児・介護を担う能力をつけ、子どもたちにもお手伝いを習 

慣づけましょう 

◎ 各種講座に家族みんなで参加しましょう。 

 

注７ 個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を 

受けない権利。 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

男女共同参画に関

する各種講座の開

催 

家族で協力して、家事・介護・育児等ができるように知識と技術の習

得のため開催します。（男性料理教室・ファミリー料理教室・介護講

座・育児教室など） 

市民参加促進の啓

発 
男女が地域活動へ積極的に参加促進するための啓発に努めます。 
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（２）子育て支援、介護支援などの環境づくり 

① 多様な子育て支援の充実 

安心して子育てができる支援体制の充実に努めます。また働く親のための就

労を援助し、相談体制などの充実や情報提供に努めます。 

 

 

市民の取り組み 

 

 

◎ 家族で仕事と家事について話し合い、お互いを理解し、全員でできることを 

分担しましょう。 

   ◎ 妊娠・出産・育児を女性だけの事と思っていませんか。男性も家族も協力 

しましょう。 

   ◎ 未来を担う子供たちを、家族や祖父母・地域全体で育てていきましょう 。 

 

 

 

 

 行政の取り組み 

 

事業 内容 

子育て相談の充実 
乳幼児の成長発達・親の役割を理解し、安心して子育てができるよ

う相談体制の充実を図ります。 

保育サービスの充

実 

労働形態の多様化と保護者のニーズに対応できるよう、一時保

育・延長保育の充実を図ります。ホリデー保育事業を検討しま

す。 
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② 家族介護と介護予防への支援の充実 

 介護に関するサービスの充実に努めます。相談体制を充実し、市で行う事業は、

送迎等の支援を充実します。また、男女が協力して介護を行うための情報提供

ならびに研修等を充実します。 

 

 

市民の取り組み 

  

 

◎ 家族が介護保険制度を有効に利用しながら、協力して介護しましょう。 

◎ 介護に関する講座や研修会には積極的に参加しましょう。 

◎ 介護支援の体制やサービスについて、知りたいときは在宅介護支援センター 

などに気軽に相談してみましょう。 

   

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

介護に関する講座

の開催 

在宅介護が安心して行われるように知識・技術の普及を図ります。

介護予防や介護技術に関する講座を開催します。 

家族介護支援事業 
介護者のつどいを開催します。介護者同士のコミュニケーションの

場を設けお互いの心身の負担を軽減し在宅介護を支援します。 

高齢者介護予防支

援事業 

地域において自立した生活の継続を目指すため、各地域における

介護予防拠点施設等を活用し介護予防の推進を図ります。 

生活支援事業 
住みなれた地域で暮らす事が出来るように一人暮らし高齢者等へ

の生活支援に努めます。 
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（３）心とからだの健康支援 

① 心身の健康づくりの充実 

心身ともに健康であることはすべての人の願いです。バランスのとれた食生

活や生涯を通じたスポーツも健康づくりの重要な要素です。男女ともに子ども

から高齢者まで生涯を通じた健康づくりに努めます。 

 

 

市民の取り組み 

 

  ◎ 性別や年齢を超えお互いに支えあいましょう。 

  ◎ 定期健康診断の受診に心がけましょう。 

  ◎ 家族そろっての食事ができる環境を整えましょう。 

  ◎ 各々がバランスのとれた食生活に心がけましょう。 

  ◎ 自分にあったスポーツを見つけ、楽しみながら続けていきましょう。 

 

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

ライフステージに応

じた心身の健康づく

り 

乳幼児期から高齢期のライフステージに対応した健康づくりを推進

するための知識の普及と相談体制を充実し、また、関係機関との連

携体制を整備し、一人ひとりの心身の健康づくりに努めます。 

成人の各種健康診

断の充実 

疾病の早期発見、早期治療ならびに自らの健康状態を知るため

に、年１回必要な健康診断を実施します。 

成人の健康教室 

子育て中の親であっても自らの健康づくりに役立てるために、いつ

でも親子で参加できるよう託児室を設けるなどの体制を整え、健診

結果や個人の健康度に合った教室を開催します。 

各種スポーツ教室

の開催事業 

市民ニーズにあった各種教室を開催します。子どもたちには体力向

上と集団活動の体験や中高年には健康増進、生きがいづくりのきっ

かけとなる幅広い教室を開催します。 
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② 男女互いの性の理解と尊重 

 お互いが性に対する特徴を理解した上で生活することが大切です。結婚する

か否か、子どもをいつ何人産むか否かを選択するなど個々により多様なライフ

スタイルがあります。個人の人権抑圧や干渉を受けない社会づくりに向け、お

互いの生き方、選択を尊重し、支えあう社会の実現を目指し、性に関する理解

と啓発に努めます。 

 

 

市民の取り組み 

 

 

◎ 男女の身体的・生理的な特徴やそれぞれの心身の状態を理解し合い、 

 性に対する適切な知識を持ちましょう。 

◎ 性に関することは家族になかなか話しにくいものです。特に普段から思春期 

 の子どもの行動や、また更年期や高齢期での悩み事など夫婦間や家族内で 

 話しやすい環境をつくっておきましょう。 

 

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツ
注 8

の理

解と啓発 

思春期や更年期における健康上の問題や性関係、妊娠、出産、

HIV／エイズ等の健康教育の理解を深めるため情報提供や啓発に

努めます。 

 

注８ ライフサイクルを通し、性と生殖の健康を権利としてとらえようという概念で 

あり妊娠・出産の調節はもとより、不妊、性感染症、HIV/エイズ、性暴力、売買 

春、女性特有の病気などが幅広く含まれる。 
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（４）自立のための生活支援 

① 生活上の困難に直面する男女への支援 

母子・父子などのひとり親世帯、高齢者、障がい者、外国人住民など、地域

生活上のさまざまな困難を抱えている人々が、地域で安心・安全に暮らすこと

ができるように生活環境の整備を推進し、情報提供に努めます。 

 

 

市民の取り組み 

 

 

   ◎ 親として、自立、成長するために、市が実施する子育てに関する事業には 

女性だけでなく男性も積極的に参加し、情報も収集しましょう。 

   ◎ 子育て支援に関する各種情報を伝え合いましょう。 

◎ 悩みごとは、１人で抱えずに相談しましょう。 

◎ 身近な地域活動に気軽に参加できるように呼び掛け、世代を超えて 

コミュニケーションをとりましょう。 

 

  

 

 

行政の取り組み 

 

  事業 内容 

生活困難者への支

援 

障がい者、ひとり親家庭、また一人暮らし高齢者等における生活上 

困難に置かれている男女への支援を充実します。 

育児中の親への自

立支援 

性別、就労の有無にかかわらず育児中の親が経済的、社会的及び

精神的に自立できるよう相談体制を充実し、情報提供を行い支援し

ます。 

男性の育児への積

極的参加の推進 

父親の子育てへの積極的な参加を促進するため情報提供を行い 

啓発を行います。 
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３．男女共同参画による豊かな地域社会づくり 
 

（１）男女共に世代を超えた地域づくり 

 ① 地域社会における制度・慣行の見直し 

地域社会づくりは、市民が主役です。地域社会のさまざまな活動の中には、

男女共同参画の視点から見て、「男のくせに、女のくせに」というような不合理

な慣習が継続しています。これらの慣習を見直すと共に、性別や世代を超えて

地域社会への参画や女性の団体役員等への登用について啓発に取り組みます。 

 

市民の取り組み 

 

 

◎ いろいろな年代の人と交流しましょう。 

◎ 「男だから・女だから」という理由で区別するのでなく、一人ひとりの適性を活か 

す工夫をしましょう。  

◎ 古いしきたりについて、不合理なものがないか話しあってみましょう。 

◎ 地域の役員について、性別や世代による固定的な役割を分担している意識が 

あるか話し合い、あれば見直しましょう。 

◎ 世代にかかわらず運動会・敬老会・お祭りやイベントなどの地域行事に参加、 

協力しましょう。 

 

  

 

行政の取り組み 

 

  事業 内容 

世代間交流事業 性別・世代を超えた各種事業を実施、支援します。 

地域団体役員等へ

の女性の登用促進 

地域や団体等における役員への女性の登用を促進するため、研修

会の開催と啓発事業を推進します。 

地域社会の制度・

慣習の見直し 

男女平等観に立ち、不合理な慣習の見直しの必要性を理解し、男

女差別の慣習の改善を求めるため市民の意識改革に努めます。 

地域活動における

男女平等意識の醸

成 

地域活動への男女共同参画を促進するため広報等で啓発し、男女

平等意識の醸成に努めます。 
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 ② 男女共同参画の視点に立った地域防災活動の推進 

地域活動、特に防災・防犯に取り組む中で、女性の視点をはじめ、高齢者、

障がい者、外国人等の視点が反映されるよう啓発に努めます。また、男女共同

参画の視点に配慮した避難所の運営体制の整備等を図ります。 

 

 

市民の取り組み 

 

◎ 防災や防犯に関心を持ち、正しい知識を身につけましょう。 

◎ 「防災訓練」に、家族みんなで参加しましょう。 

◎ 突然の災害に慌てず冷静に行動できるように、日頃から地域で話し合いましょう。  

◎ 災害時に地域避難所として予定されている場所については、日頃から男女が安心 

して活用できるように整備しておきましょう。 

◎ ボランティア活動は人とのふれあいの場です。積極的に参加してみましょう。 

 

 

 

行政の取り組み 

  事業 内容 

防災・災害における

男女共同参画の推

進 

男女がともに直接に関わりをもって取り組めるような防災計画の立

案・災害（復興）対策等の促進を図ります。 

地域防災活動への

女性の参画促進 

自主防災組織の運営を支援します。また、女性の視点を反映できる

組織づくりを促進します。  

地域活動への支援 
地域の大人が、子どもを守る「見守り活動」が活発化し、安全パトロー

ルを実施しています。自発的で継続的な活動を支援します。 

ボランティア活動等

の情報の提供 

地域活動やボランティア活動等に、男性・女性、子どもや高齢者の誰

もが気軽に参加できるような情報を提供し、地域の中で互いに支え

合う取り組みを支援します。 
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（２）男性、子どもにとっての男女共同参画の推進 

 ① 男性にとっての男女共同参画の推進 

固定的な性別役割分担意識は、女性よりも男性の方に強い傾向が見られます。 

男女共同参画社会の形成は、男性にとっても重要であり、男性もより暮らしや

すくなるものなので、固定的な性別役割分担意識を解消するための意識啓発や

相談事業を実施します。 

 

 

市民の取組み 

 

 

   ◎ 育児休暇や介護休暇を積極的に取得し、家庭生活・地域活動に積極的に 

参加しましょう。 

   ◎ 時間外労働を抑制するようみんなで努めましょう。 

   ◎ 悩みを１人で抱え込まないで相談しましょう。 

   ◎ 固定的な性別役割分担意識をなくしていきましょう。 

 

 

 

 

行政の取組み 

 

事業 内容 

男性の働き方の見

直し 

男性が家庭生活・地域活動に参加しやすくするため、時間外労働の

抑制を啓発するとともに働き方の見直しを推進します。 

男性の心身の健康

維持の増進 

男性の自殺予防に関して、様々な困りごとに対応できうる相談体制

を整備します。また、男性のうつをはじめとする生涯を通じた心身の

健康維持に関する啓発を推進します。 
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 ② 子どもにとっての男女共同参画の推進  

子どもの頃から男女共同参画を促進し、子どもたち自らが将来を見通した自己

形成ができるよう男女平等教育を推進します。またすべての子どもが、健やか

に成長できるよう社会全体で子どもを支える取り組みを進めます。 

 

 

市民の取り組み 

 

 

   ◎ 子どもの頃から男女平等教育を推進し、男女共同参画の正しい知識と 

理解を深めましょう。 

   ◎ 子どもたちが、安全で安心な社会生活を送ることができるよう地域全体で 

子どもを支えましょう。 

 

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

子どもの頃からの男

女共同参画の理解

の推進 

幼児教育、学校教育を通じ人権の尊重、男女の平等についての指

導の充実を図ります。 

子どもにとって安心・

安全な社会の推進 

児童虐待を根絶するための啓発を促進します。また、貧困、障害等

支援が必要な子どもに対する制度を充実します。 
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（３）政策、方針決定過程への女性の参画の拡大 

 ① 各種行政委員や審議会等への女性の登用率の向上 

男女の比率にクォータ制
注 9

の導入を検討するとともに、公募性の導入に努め女

性登用率の向上を目指します。また、女性が社会参画していくために必要な学

習の機会や情報を提供します。 

 

注９ 不平等是正のための方策の一つで「割り当て制度」などといいます。選挙の立候 

補者や国の審議会の人数などで、男女の比率を偏りが無いように定める方法。 

 

 

市民の取り組み 

 

   ◎ 女性が政策方針決定の場に参画することにより、世の中や社会のしくみも 

変わってくると思いませんか。ちょっと勇気を出して声を上げてみましょう。 

   ◎ 各種講座に進んで参加しましょう。 

   ◎ 自治会・PTA・育成会等の役職へ女性も積極的に参画しましょう。 

 

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

女性の登用率の向

上 

クォータ制の導入を検討し、各種行政委員及び審議会等の女性委

員登用の向上を目指し、女性参画の拡大に努めます。 

女性の人材育成 
市政への参画を拡大するため学習会や講座を開催し参画できる人

材を育成します。また関係機関からの情報を提供します。 

公募制の促進 
市政への市民参画を促進させるため、全庁的に公募制をさらに拡

大します。 
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 ② 市政等への参画の促進 

 女性が市政に参画しやすい仕組みづくりとしての市民と行政の協働事業と、

議会の傍聴等あらゆる機会を通じ市政への参画を促進します。また女性議員と

の交流会
注 10

を開催します。 

 

注１０ 政策方針決定過程への女性の参画の拡大を目的に、女性議員との交流会を開催し、 

市政に提言や質問をすること 

 

 

市民の取り組み 

 

 

◎ まちづくりに関する懇談会にいつも男性ばかり参加するという世帯は 

ありませんか。性別にこだわらずに女性も参加してみましょう。 

◎ 女性議員との交流会が開催されます。市政を知り、意見を述べるチャ 

ンスです。公募もしますので積極的に参加してみましょう。 

◎ 男性も女性も市政に関心を持ち、議会の傍聴など積極的に参加しましょう。 

 

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

まちづくりのための

懇談会への市民参

加の促進 

住みよい南アルプス市のために、まちづくりに関する懇談会や「市民

座談会」を実施しています。女性の参加を積極的に呼び掛けます。 

女性議員との交流

会の開催 

女性の市政への参画を積極的に推進し、多くの市民が市政やまちづ

くりについて一層関心を深める機会として、女性議員との交流会を開

催し、女性議員の輩出に繋げていくことを目指します。 

議会傍聴の促進 

 

議会の傍聴を促進し市政参画への意識づくりの推進を図ります。ＣＡ

ＴＶ・ホームページで情報の提供に努めます。 

市政への直接参加

システムの構築 

市民と行政の協働を促進します。また政策の立案等に際して、積極

的に女性の意見を採り入れ市政に参画する機会を推進します。 
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（４）国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進 

 ① 国際社会の取り組み等の情報収集とその施策への反映 

政治・経済・文化などあらゆるレベルでの国際社会における取り組み等の情

報の収集、提供に努めます。また外国人住民と日本人住民が異文化への理解を

深め、共生の地域づくりを進めていきます。 

 

 

市民の取り組み 

 

 

◎ 男女共同参画に関する国際情勢に目を向けましょう。 

◎ 国籍にかかわらず、さまざまな考え方やライフスタイル、文化などに関心を 

 もちましょう。 

◎ 外国人住民と日本人住民とがともに多様性を認め合い、あらゆる交流 

 事業等に参加しましょう。 

 

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

在住外国人との共

生 

あらゆる外国人が暮らしやすい環境整備の推進や各種講座等の情

報を提供します。 
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 ② 国際社会の情報収集を目的とした国際交流への取り組み 

市内には、多くの外国人が住んでいます。市民がさまざまな国際交流の場に

参加し、国際的視点から男女平等意識等を学習する機会を増やし、交流機会の

充実を図ると共に、諸外国における男女共同参画の進んだ取り組みを採り入れ

ます。 

 

 

市民の取り組み 

 

 

   ◎ 南アルプス市に在住の外国人とふれあい、交流を深め、お互いの国の文化を 

理解し合いましょう。 

   ◎ 国際交流協会等で行っている、海外姉妹都市交流事業や各種講座にも参加 

してみましょう。 

   ◎ 外国で実施されている進んだ取り組みに目をむけましょう。  

 

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

姉妹都市・友好都市

交流活動の推進 

海外姉妹都市との交流事業を推進し、国際理解を深めるとともに、

先進的な取組みをしている国の情報収集を行います。 

米国 アイオワ州 

ウインターセット市・マーシャルタウン市 

豪州 ニューサウスウェールズ州  

クィンビヤン市 
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４．男女が平等で共に働きやすい職場づくり 
 

（１）職場での男女平等の促進 

 ① 雇用等における男女の均等な機会と待遇の確保 

 男女平等のもつ社会的・経済的効果を深く理解し男女平等観にたった労働環

境づくりのための啓発活動の支援をします。企業内研修のための情報や研修機

会の場を提供します。 

 

 

市民の取り組み 

 

 

   ◎ 働いていることの意味を理解し、男女がともに家庭を支えていることを 

認識しましょう。家事労働を担っている人を思いやり、分担できることは 

実践してみましょう。 

   ◎ 上司、同僚ともどもコミュニケーションをとり、よい人間関係を作りましょう。 

   ◎ 経営者、従業員双方が育児、介護等の研修に参加しましょう。 

   ◎ 労働に関する法令などを学びましょう。また情報を収集しましょう。 

 

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

男女雇用機会均等法の

周知・啓発 

雇用機会と待遇確保を企業に啓発し研修会を実施します。ま

た、県の宣言企業登録を推進します。 

再就職も含めた就職へ

の支援 

企業ガイダンスの実施、開催当日の託児所設置、また求人情

報の設置や雇用情報発信の取り組みを実施します。 

非正規雇用に対する雇

用環境の整備 

非正規雇用に対する雇用環境の整備について事業主に啓発

し情報を提供します。 

社員を活かすための就

労環境の整備 

社員一人ひとりを活かすために、企業・事業所等に男女平等

観に立った就労環境づくりのための啓発に努めます。 
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 ② 働く男女の制度的支援の充実 

出産・育児・介護等休業制度の理解を深める学習・講座の開設を支援し、ニ

ーズに応じた保育サービス・育児支援の充実を図ります。 

 

 

市民の取り組み 

 

  

◎ 育児・介護等休業制度について家族で話しあい、取得してみましょう。 

◎ 父親・母親が共に育児や介護について話しあいましょう。 

◎ 育児・介護休業者を理解し、応援しましょう。 

◎ 家族でコミュニケーションをとり、仕事への意欲、情熱を話しましょう。 

  

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

育児休業・介護休業

制度の周知や関連

法規の周知 

育児・介護休業関連法規、制度の周知を効果的に行い活用の促進

に努めます。 

保育サービスと育児

支援の充実 

必要に応じた保育時間を延長する延長保育や放課後児童クラブの

充実を図ります。 

子育て支援情報の

提供 

ホームページ・冊子・パンフレット等による情報提供の充実を図りま

す。 
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（２）農業等における労働環境の整備 

② 農業・商工業・自営従事者・女性起業家への就業環境の整備 

男女共同参画社会を実現するための交流活動やネットワークづくりの支援と

情報提供、家族経営協定の推進、また女性の経済的自立と就業環境の整備に努

めます。 

 

 

市民の取り組み 

 

 

◎ 「男だから、女だから」にとらわれず、自己の能力開発をしましょう。 

◎ 農業・商工業自営従事者の交流の場でも男女平等を考えるために意見を 

出し合い、実践していきましょう。 

◎ 家族間で、家族経営協定について話し合ってみましょう。 

◎ 仲間づくりを積極的に進めましょう。 

◎ 女性の視点を生かした産業興し等で経済的自立やネットワークづくりに 

 チャレンジしてみましょう。 

 

 

 

 

行政の取り組み 

事業 内容 

家族経営協定の締結の

促進 

農業に従事する女性の役割分担や報酬・労働条件などを家族

で明確化し、それに応じた報酬を算出するための「家族経営協

定」締結の促進に努めます。 

地域の資源を活用した

女性起業活動の支援 

地域のさまざまな資源を活用する女性がかかわっている事業

について支援します。 

経営者のレベルアップ・

起業家支援 

経営者としてレベルアップするための研修案内・起業を目指す

人に対し情報提供を行います。 

商工会運営支援 
地域の商工業の経営指導を行う商工会への運営及び異業種

交流の参加呼びかけ等の支援をします。 
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（３）ワーク・ライフ・バランスの推進 

① 調和のとれた労働・家庭生活・地域活動への支援 

 男女がともに自立し、性別にかかわらず充実した生活を営み、仕事と生活の

調和を実現できるよう多様な働き方の環境整備を働きかけます。 

 

 

市民の取り組み 

 

 

   ◎ 男性も女性も共に育児・介護休業をとりやすい環境をつくりましょう。 

   ◎ 育児中の男女が、育児や家事に時間がとれるような働きやすい環境を 

整えましょう。 

◎ 男性も女性も時間外労働を抑制し家庭生活・地域活動に参加する時間を 

作りましょう 

◎ 性別で職業を決めることなく、職域を拡大し、職業の選択の自由を 

推進しましょう。 

 

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

ワークライフバランス

の促進 

仕事と生活の調和（ワークライフバランス）を促進し家庭生活・地域

活動に参加しやすくするため時間外労働の短縮を事業主や企業に

啓発します。 

ファミリーサポートセ

ンター
注 11

の充実 

働く母親や父親の子育て支援等を行うファミリーサポートセンターを

充実します。 

シルバー人材センタ

ー事業への支援 

シルバー人材センターを活用し、あらゆる活動の場に参加できる時

間を確保しワークライフバランスを促進するため、また高齢者が就

業機会を確保し経済的自立を促進するためシルバー人材センター

の事業に対し支援をします。 

注１１ 地域において、育児や介護の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、 

育児介護について助け合う会員組織 



28 

 

５．男女共同参画プランの推進体制づくり 
 

（１）推進体制の充実 

 ① 推進機関の充実 

プラン推進の実効性を高めるために、推進機関を充実します。 

 

 

  市民の取り組み 

 

 

◎ 男女共同参画を難しく考えず、身近なところからできることを少しずつ 

始めてみましょう。 

◎ 推進活動に積極的に協力しましょう。 

◎ 男女共同参画について理解していきましょう。機会を見つけていろいろな 

人と話してみましょう。 

◎ 市の活動もあります。気軽に仲間を誘って参加してみましょう。 

 

 

 

行政の取り組み 

 

事業 内容 

庁内推進体制の充実 市が全庁的な組織で男女共同参画推進施策に取り組みます。 

情報公開の促進 

市のホームページ等を充実しハーモニープランの進捗状況を公

表します。また、条例（逐条解説含む）・プランを入手可能にしま

す。 

推進委員の研修会の

充実 

男女共同参画の推進を効果的に行うための推進委員の研修を充

実します。 

プランモニターの設置 プランの影響、成果の浸透度を検証します。 

職員の研修会の充実 
男女共同参画の理解を深めるため市職員を対象とした研修を充

実します。 

苦情処理制度の実効

化に向けた取組み 

男女共同参画に関する施策に対する苦情処理制度の実効化に

向けた取組みを行います。 
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 ② 他団体との連携、情報交換の推進 

 男女共同参画を推進するためには、他団体との連携が重要です。県や他市町

村と情報を共有しながら推進していきます。 

 

 

 

  市民の取り組み 

 

 

   ◎ 県の研修会や他市町村のフォーラム等に仲間を誘って積極的に参加 

しましょう。 

   ◎ 市民団体同士がネットワークを作り、男女共同参画について話し合い 

情報交換をしましょう。 

 

 

 

 

行政の取り組み 

 

県・他市町村との連携 県・他市町村と情報を共有し連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

数値目標一覧表 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



数値目標一覧表

№
基本
目標

重点
目標

施策の方向 事業名 内容 設定事項
現状値

H25
数値目標

R6

1
講演会・学習会の開
催と内容の充実

　人権が尊重される社会をめざし、憲法、法
律、条例等の理解の促進と活用能力の向上
に努め学習会を開催します。

男女共同参画を構築す
るための学習会開催回
数

年１回 年１回

2 図書等の充実
　男女共同参画に関係する図書の充実に
努めます。各図書館の連携を図り、必要な
図書や情報の提供に努めます。

男女共同参画コーナー
の設置

年１回 年１回

3

メディアへの
男女共同参
画の視点の投
入

広報等の発行

　男女共同参画に関する広報・情報誌・
ホームページ・CATV等情報の提供をしま
す。市で発行する広報等の内容について
ジェンダーによる固定的な内容に偏らない
広報等に努めます。

情報誌の発行回数 年１回 年１回

4
人権教育・男女平等
教育の推進

　各学校や保育所等では、ジェンダーにとら
われない教育を推進し、男女平等を中心と
する人権教育の推進を図ります。さらに市の
人権擁護委員等の協力を得て市内の保育
所や小中学校で学習会を開催します。

人権擁護委員による学
習会開催数

年２回 年２回

5
教職員等の研修会
実施

　男女共同参画社会の理解を深めるため、
学校現場で直接児童、生徒を指導する教職
員等を対象とした研修等の取組みを促進し
ます。また情報提供にも努めます。

開催回数
参加人数

年1回
５０人

年1回
５０人

6
男女共同参画に関
する生涯学習機会の
充実

　市民誰もが生涯にわたって社会のあらゆる
分野に参画していくため男女共同参画の学
習会を開催します。

生涯学習を実践してい
る市民の割合

26.9% 47.0%

7
あらゆる暴力防止に
向けた学習、啓発の
推進

　暴力を未然に防ぐためにＤＶに関する学
習会を開催します。また、学校における教
育・啓発の推進に努めます。

暴力防止に向けた学習
会開催数

― 年１回

8 相談体制の充実
　各関係機関と連携を図り、相談体制の充
実に努めます。関係機関と連携を図りながら
情報提供の充実を図ります。

いじめやDV、虐待など
人権に関する法律相談
回数

年24回 年24回

10
市民参加促進の啓
発

　男女が地域活動へ積極的に参加・促進す
るための啓発に努めます。

地域コミュニティ活動等
へ参加した世帯の割合

― 75.0%

11
多様な子育て
支援の充実

子育て相談の充実
　乳幼児の成長発達・親の役割を理解し、
安心して子育てができるよう相談体制の充
実を図ります。

安心して子育てができる
環境整備についての市
民満足度

40.6% 50.0%

12 家族介護支援事業

介護者のつどいを開催します。介護者同
士のコミュニケーションの場を設け介護者の
心身の負担を軽減し在宅介護を支援しま
す。

13
高齢者介護予防支
援事業

地域において自立した生活の継続を目指
すため、各地域における介護予防拠点施設
等を活用し介護予防の推進を図ります。

男
女
の
人
権
の
尊
重
と
そ
の
実
現

男
女
の
人
権
の
具
体
化

法制度に関す
る知識の
充実

男
女
平
等
教
育
と
意
識
啓
発
の
推
進

家庭・学校・
生涯学習等に
おける男女平
等教育の推進

あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
防
止

相談体制の充
実

9

男
女
が
共
に
自
立
し
て
支
え
合
う
家
庭
づ
く
り

家
庭
で
の
役
割
分
担
に
お
け
る

意
識
改
革
の
推
進

多様化するラ
イフスタイルに
応じた家族づ
くり

男女共同参画に関
する各種講座の開催

52.0%
家族介護と介
護予防への
支援の充実

健康だと思う高齢者の
割合

46.1%

　家族で協力して、家事・介護・育児等がで
きるように知識と技術の習得のため開催しま
す。（男性の料理教室・ファミリー料理教室・
介護講座・育児教室など）

各種講座開催回数 年１回

子
育
て
支
援
・
介
護
支
援
な
ど
の
環
境
づ

く
り

年１回
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数値目標一覧表

№
基本
目標

重点
目標

施策の方向 事業名 内容 設定事項
現状値

H25
数値目標

R6

14
成人の各種健康診
断の充実

疾病の早期発見、早期治療ならびに自ら
の健康状態を知るために、年１回必要な健
康診断を実施する。

特定健診の受診率 49.5% 60.6%

15 成人の健康教室

子育て中の親であっても自らの健康づくり
に役立てるために、いつでも親子で参加で
きるよう託児室を設けるなどの体制を整え、
健診結果や個人の健康度に合った教室を
開催します。

健康保持や生活の質の
向上のための研修会等
参加者数

6,160人 6,900人

16
生活困難者への支
援

　障がい者、ひとり親家庭、また一人暮らし
高齢者等における生活上困難に置かれて
いる男女への支援を充実します。

障がい者相談支援事業
の相談件数

3,415件 2,500件

17
育児中の親への自立
支援

　男女、就労の有無にかかわらず育児中の
親が経済的、社会的に自立できるよう相談
体制を充実し情報提供を行い支援します。

自立支援プログラム策
定の数

2件 3件

18
地域団体役員等へ
の女性の登用促進

地域や団体等における役員への女性の登
用を促進するため研修会の開催と啓発事業
を推進します。

自治会役員総数におけ
る女性役員の登用率
（組長徐く）

女性役員の数

1.4%

3人

4.0％

5人

19
地域活動における男
女平等意識の醸成

地域活動への男女共同参画を促進するた
め、広報等で啓発し、男女平等意識の醸成
に努めます。

地域等で男女差別を感
じている市民の割合

24.9% 10.0%

20
地域社会の制度・慣
習の見直し

　男女平等観に立ち、不合理な慣習の見直
しの必要性を理解し、男女差別の慣習の改
善を求めるため講座の開催や啓発を行い市
民の意識の改革に努めます。

研修会開催回数
参加者数

年１回
128人

年１回
200人

21

男女共同参
画の視点に
立った地域防
災活動の推進

防災・災害における
男女共同参画の推
進

　男女がともに直接関わりを持って取り組め
るような防災計画の立案・災害（復興）対策
等の促進を図ります。

総合防災訓練参加者数 26,304人 31,500人

22
男性にとって
の男女共同参
画の推進

男性の働き方の見直
し

　男性が家庭生活・地域活動に参加しやす
くするため、時間外労働の抑制を啓発すると
ともに働き方の見直しを推進します。

市男性職員の育児休業
取得率

0.0% 10.0%

23
子どもにとっ
ての男女共同
参画の推進

子どもにとって安心・
安全な社会の推進

　児童虐待を根絶するための啓発を促進し
ます。また貧困、障害等支援が必要な子ど
もに対する制度を充実します。

家庭や地域ぐるみの青
少年教育に関する市民
満足度

25.7% 46.0%

24 女性の登用率の向上
　クォータ制の導入を検討し、各種行政委員
及び審議会等の女性委員登用の向上を目
指し、女性参画の拡大につとめます。

審議会等における女性
委員の比率

36.8% 45.0%

25 女性の人材育成
　市政への参画を拡大するため学習会や講
座を開催し参画できる人材を育成します。ま
た関係機関からの情報を提供します。

学習会開催回数
参加人数

年３回
３０人

年３回
３０人

26 公募制の促進
　市政への市民参画を促進させるため全庁
的に公募制を促進します。

公募委員の比率 3.9% 20.0%

男
女
共
同
参
画
に
よ
る
豊
か
な
地
域
社
会
づ
く
り

政
策

、
方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画

の
拡
大

男
性
・
子
ど
も
に
と

っ
て
の

男
女
共
同
参
画
の
推
進

男
女
共
に
世
代
を
超
え
た
地
域
づ
く
り

各種行政委
員や審議会
等への女性の
登用率の向上

地域社会にお
ける制度・慣
行の見直し

男
女
が
共
に
自
立
し
て
支
え
合
う
家
庭
づ
く
り

心
と
か
ら
だ
の
健
康
支
援

心身の健康づ
くりの充実

自
立
の
た
め
の
生
活
支
援

生活上の困難
に直面する男
女への支援
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数値目標一覧表

№
基本
目標

重点
目標

施策の方向 事業名 内容 設定事項
現状値

H25
数値目標

R6

27
まちづくりのための懇
談会への市民の参加
促進

　住みよい南アルプス市のために、まちづく
りに関する懇談会や「市民座談会」を実施し
ています。市民の参加を積極的に呼び掛け
ます。

男女別参加者数

周知回数

男　151人
女　 82人

男　200人
女　200人

2回

28
女性議員との交流会
の開催

　女性の市政への参画を積極的に推進し、
多くの市民が市政やまちづくりについて一
層関心を深める機会として、女性議員との
交流会を毎年開催し、女性議員の輩出に繋
げていくことを目指します。

参加者数 20人 30人

29 議会傍聴の促進
議会の傍聴を促進し市政参画への意識づ

くりの推進を図ります。CATV・ホームページ
で情報の提供に努めます。

男女別傍聴者数
男　107人
女 　78人

男　140人
女　140人

30
姉妹都市・友好都市
交流活動の推進

　海外姉妹都市との交流事業を推進し、国
際理解を深めるとともに、先進的な取組みを
している国の情報収集を行います。
米国　アイオワ州ウインターセット・マーシャ
ルタウン市
豪州　ニューサウスウェールズ州クィンビヤ
ン市

海外姉妹都市との訪問
や受け入れなどの国際
交流活動についての満
足度

17.6% 25.0%

31 在住外国人との共生
　外国人が暮らしやすい環境整備の推進
と、各種講座等を開催します。

日本語教室への参加者
数

32人 50人

32
男女雇用機会均等
法等の周知・啓発

　雇用機会と待遇確保を企業に啓発し研修
会を実施します。また県の宣言企業登録を
推進します。

研修会開催企業数
宣言企業登録数

０
０

5社
5社

33
再就職も含めた就職
への支援

　企業ガイダンスの実施、開催当日の託児
所設置。求人情報の設置や雇用情報発信
の取組みを実施します。

実施回数 年1回 年１回

34
育児休業・介護休業
制度の周知や関連
法規の周知

　育児・介護休業関連法規、制度の周知を
効果的に行い活用の促進に努めます。

訪問企業数 0 5社

35
保育サービスと育児
支援の充実

必要に応じた保育時間を延長する延長保
育や放課後児童クラブの充実を図ります。

放課後児童クラブ数 18箇所 22箇所

36

農
業
等
に
お
け
る

労
働
環
境
の
整
備

農業・商工
業・自営従事
者・女性起業
家に対する就
業環境の整備

家族経営協定の締
結の促進

　農業に従事する女性の役割分担や報酬・
労働条件などを家族で明確化し、それに応
じた報酬を算出するための「家族経営協定」
締結の促進に努めます。

締結数 ２６件 30件

37

ワ
ー

ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス

の
推
進

調和のとれた
労働・家庭生
活・地域活動
への支援

ワーク・ライフ・バラン
スの促進

　仕事と生活の調和（ワークライフバランス）
を促進し家庭生活・地域活動に参加しやす
くするため時間外労働の短縮を事業主や企
業に啓発します。

市民アンケートによる仕
事と生活の調和が取れ
ていると思う市民の割合

37.3% 50.0%

38
庁内推進体制の充
実

　市が全庁的な組織で男女共同参画推進
施策に取り組みます。

男女共同参画社会に向
けた活動に対する市民
満足度

20.5% 30.0%

39 情報公開の促進

　市のホームページ等を充実しハーモニー
プランの進捗状況を公表します。また、条例
（逐条解説含む）・プランを入手可能にしま
す。

推進状況公表回数
アクセス数

年１回
128件

年１回
１４０件

40
推進委員の研修会の
充実

　男女共同参画の推進を効果的に行うため
推進委員の研修を充実します。

開催回数 年３回 年３回

41 職員の研修会の充実
　男女共同参画の理解を深めるため市職員
を対象とした研修を充実します。

開催回数 年１回 年１回

政
策

、
方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の

参
画
の
拡
大

男
女
共
同
参
画
に
よ
る
豊
か
な
地
域
社
会
づ
く
り

推進機関の充
実

推
進
体
制
の
充
実

男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
の
推
進
体
制
づ
く
り

国
際
社
会
を
視
野
に
入
れ
た
男

女
共
同
参
画
の
推
進

国際社会の情
報収集を目的
とした国際交
流への取り組
み

男
女
が
平
等
で
共
に
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り

職
場
で
の
男
女
平
等
の
促
進

雇用等におけ
る男女の均等
な機会と待遇
の確保

働く男女の制
度的支援の充
実

市政等への参
画の促進
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日本国憲法（抄）                 （昭和二十一年十一月三日憲法） 
 

 日本国民は、正当に選挙された国会における代

表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のた

めに、諸国民との協和による成果と、わが国全土

にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の

行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのない

やうにすることを決意し、ここに主権が国民に存

することを宣言し、この憲法を確定する。そもそ

も国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表

者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受

する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、

かかる原理に基くものである。われらは、これに

反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の

関係を支配する崇高な理想を深く自覚するので

あつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼

して、われらの安全と生存を保持しようと決意し

た。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫

と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐ

る国際社会において、名誉ある地位を占めたいと

思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖

と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を

有することを確認する。 

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに

専念して他国を無視してはならないのであつて、

政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法

則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対

等関係に立たうとする各国の責務であると信ず

る。 

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげて

この崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 

 

第一章 第一条～第八条 （略） 

 

第二章 戦争の放棄  

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国

際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、

武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を

解決する手段としては、永久にこれを放棄する。  

２ 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の

戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、こ

れを認めない。  

  第三章 国民の権利及び義務  

第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定

める。  

 

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を

妨げられない。この憲法が国民に保障する基本

的人権は、侵すことのできない永久の権利とし

て、現在及び将来の国民に与へられる。  

 

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び

権利は、国民の不断の努力によつて、これを保

持しなければならない。又、国民は、これを濫

用してはならないのであつて、常に公共の福祉

のためにこれを利用する責任を負ふ。  

 

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に

ついては、公共の福祉に反しない限り、立法そ

の他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。  

 

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別

されない。  

２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。  

３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる

特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有

し、又は将来これを受ける者の一代に限り、そ

の効力を有する。  

 

第十五条  （略） 

  

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、

法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その

他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、

何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別

待遇も受けない。  

 

第十七条  （略） 

  

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けな

い。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、そ

の意に反する苦役に服させられない。 
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第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵して

はならない。 

  

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを

保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を

受け、又は政治上の権力を行使してはならない。  

２ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事

に参加することを強制されない。  

３ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる

宗教的活動もしてはならない。  

 

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一

切の表現の自由は、これを保障する。  

２  検閲は、これをしてはならない。通信の秘

密は、これを侵してはならない。  

 

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、

居住、移転及び職業選択の自由を有する。  

２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する

自由を侵されない。  

 

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。  

 

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成

立し、夫婦が同等の権利を有することを基本と

して、相互の協力により、維持されなければな

らない。  

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、

離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事

項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本

質的平等に立脚して、制定されなければならな

い。  

 

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低

限度の生活を営む権利を有する。  

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、

社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努め

なければならない。  

 

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところ

により、その能力に応じて、ひとしく教育を受

ける権利を有する。  

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、

その保護する子女に普通教育を受けさせる義

務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。  

 

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、

義務を負ふ。  

２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関

する基準は、法律でこれを定める。  

３ 児童は、これを酷使してはならない。  

 

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交

渉その他の団体行動をする権利は、これを保障

する。  

 

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。  

２ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやう

に、法律でこれを定める。  

３ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共

のために用ひることができる。  

 

第三十条  （略） 

  

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらな

ければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又は

その他の刑罰を科せられない。 

  

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受け

る権利を奪はれない。  

 

第三十三条～第四十条、第四章～第九章  （略） 

 

  第十章 最高法規  

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基

本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努

力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多

の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵

すことのできない永久の権利として信託され

たものである。  

 

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、

その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に

関するその他の行為の全部又は一部は、その効

力を有しない。  

２ 日本国が締結した条約及び確立された国際

法規は、これを誠実に遵守することを必要とす

る。  

 

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議
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員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重

し擁護する義務を負ふ。  

 

  第十一章  （略） 
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男女共同参画社会基本法            （平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 

改正 平成十一年 七月 十六日法律第 百二号 

同 十一年十二月二十二日同 第百六十号 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関 

する基本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二 

十八条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と

法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向け

た様々な取組が、国際社会における取組とも連動

しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努

力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟

化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応

していく上で、男女が、互いにその人権を尊重し

つつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、そ

の個性と能力を十分に発揮することができる男

女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい

る。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会

の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最

重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野におい

て、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基

本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向

かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画

社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に

推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、か

つ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活

力ある社会を実現することの緊要性にかんが

み、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念

を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責

務を明らかにするとともに、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の基本となる事項

を定めることにより、男女共同参画社会の形成

を総合的かつ計画的に推進することを目的と

する。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の

対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され、もって男女が均等に政

治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担う

べき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に

係る男女間の格差を改善するため必要な範

囲内において、男女のいずれか一方に対し、

当該機会を積極的に提供することをいう。 

 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人

としての尊厳が重んぜられること、男女が性別

による差別的取扱いを受けないこと、男女が個

人として能力を発揮する機会が確保されるこ

とその他の男女の人権が尊重されることを旨

として、行われなければならない。 

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、

社会における制度又は慣行が、性別による固定

的な役割分担等を反映して、男女の社会におけ

る活動の選択に対して中立でない影響を及ぼ

すことにより、男女共同参画社会の形成を阻害

する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会にお

ける活動の選択に対して及ぼす影響をできる

限り中立なものとするように配慮されなけれ

ばならない。 

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社
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会の対等な構成員として、国若しくは地方公共

団体における政策又は民間の団体における方

針の立案及び決定に共同して参画する機会が

確保されることを旨として、行われなければな

らない。 

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成

する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、

子の養育、家族の介護その他の家庭生活におけ

る活動について家族の一員としての役割を円

滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行う

ことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。 

 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際

社会における取組と密接な関係を有している

ことにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、

国際的協調の下に行われなければならない。 

 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女

共同参画社会の形成についての基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改

善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施

策に準じた施策及びその他のその地方公共団

体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有する。 

 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他

の社会のあらゆる分野において、基本理念にの

っとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよ

うに努めなければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を実施するため必要な法制上

又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画

社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策について

の報告を提出しなければならない。 

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参

画社会の形成の状況を考慮して講じようとす

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を明らかにした文書を作成し、これを国会に

提出しなければならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に 

関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関

する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計

画」という。）を定めなければならない。  

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項 

3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を 

聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、 

閣議の決定を求めなければならない。 

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決 

定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基 

本計画を公表しなければならない。  

5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変 

更について準用する。 

 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を

勘案して、当該都道府県の区域における男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策につい

ての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参

画計画」という。）を定めなければならない。  

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事
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項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期

的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区

域における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府

県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の

区域における男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策についての基本的な計画（以下「市

町村男女共同参画計画」という。）を定めるよう

に努めなければならない。 

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参

画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策

を策定し、及び実施するに当たっては、男女共

同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を

通じて、基本理念に関する国民の理解を深める

よう適切な措置を講じなければならない。 

 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策又は男女共同参

画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施

策についての苦情の処理のために必要な措置

及び性別による差別的取扱いその他の男女共

同参画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害された場合における被害者の救済を

図るために必要な措置を講じなければならな

い。 

 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する

調査研究その他の男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の策定に必要な調査研究を

推進するように努めるものとする。 

 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際

的協調の下に促進するため、外国政府又は国際

機関との情報の交換その他男女共同参画社会

の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推

進を図るために必要な措置を講ずるように努

めるものとする。 

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策及び民

間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に

関して行う活動を支援するため、情報の提供そ

の他の必要な措置を講ずるように努めるもの

とする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下

「会議」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさど

る。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条

第三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣

又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参

画社会の形成の促進に関する基本的な方針、

基本的な政策及び重要事項を調査審議する

こと。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議

し、必要があると認めるときは、内閣総理

大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べる

こと。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政

府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす

影響を調査し、必要があると認めるときは、内

閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べ

ること。  
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（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内

をもって組織する。 

 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充て

る。 

2 議長は、会務を総理する。 

 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充て

る。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、

内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識

見を有する者のうちから、内閣総理大臣が

任命する者  

2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議

員の総数の十分の五未満であってはならない。 

3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか

一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数

の十分の四未満であってはならない。 

4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、

二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

2 前条第一項第二号の議員は、再任されること

ができる。 

 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するた

めに必要があると認めるときは、関係行政機関

の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他

の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な

協力を求めることができる。 

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に

必要があると認めるときは、前項に規定する者

以外の者に対しても、必要な協力を依頼するこ

とができる。 

 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の

組織及び議員その他の職員その他会議に関し

必要な事項は、政令で定める。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（以下 略） 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（平成十三年四月十三日法律第三十一号） 

最終改正：平成二六年四月二三日法律第二八号 

 

 第一章 総則（第一条・第二条）  

 第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画  

等（第二条の二・第二条の三）  

 第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三

条―第五条）  

 第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二）  

 第四章 保護命令（第十条―第二十二条）  

 第五章 雑則（第二十三条―第二十八条）  

 第五章の二 補則（第二十八条の二）  

 第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

 

我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重

と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平

等の実現に向けた取組が行われている。 

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行

為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわら

ず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこな

かった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多

くの場合女性であり、経済的自立が困難である女

性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の

尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平

等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防

止し、被害者を保護するための施策を講ずること

が必要である。このことは、女性に対する暴力を

根絶しようと努めている国際社会における取組

にも沿うものである。 

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、

保護、自立支援等の体制を整備することにより、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図

るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則  

（定義）   

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」

とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に

対する不法な攻撃であって生命又は身体に危

害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれ

に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下

この項及び第二十八条の二において「身体に対

する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者か

らの身体に対する暴力等を受けた後に、その者

が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合

にあっては、当該配偶者であった者から引き続

き受ける身体に対する暴力等を含むものとす

る。  

２ この法律において「被害者」とは、配偶者か

らの暴力を受けた者をいう。  

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出

をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出を

していないが事実上婚姻関係と同様の事情に

あった者が、事実上離婚したと同様の事情に入

ることを含むものとする。  

 

（国及び地方公共団体の責務）  

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力を防止するとともに、被害者の自立を支援す

ることを含め、その適切な保護を図る責務を有

する。  

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等  

（基本方針）  

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法

務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条

第五項において「主務大臣」という。）は、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策に関する基本的な方針（以下この条並

びに次条第一項及び第三項において「基本方

針」という。）を定めなければならない。  

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、

次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三

項の市町村基本計画の指針となるべきものを

定めるものとする。  

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な事項  

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の内容に関する事項  

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する重要

事項  

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変
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更しようとするときは、あらかじめ、関係行政

機関の長に協議しなければならない。  

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。  

 

（都道府県基本計画等）  

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当

該都道府県における配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のための施策の実施に関す

る基本的な計画（以下この条において「都道府

県基本計画」という。）を定めなければならな

い。  

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。  

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な方針  

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施内容に関する事項  

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する重要

事項  

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基

本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案

して、当該市町村における配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策の実施に

関する基本的な計画（以下この条において「市

町村基本計画」という。）を定めるよう努めな

ければならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又

は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。  

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都

道府県基本計画又は市町村基本計画の作成の

ために必要な助言その他の援助を行うよう努

めなければならない。  

 

  第二章 配偶者暴力相談支援センター等  

（配偶者暴力相談支援センター）  

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦

人相談所その他の適切な施設において、当該各

施設が配偶者暴力相談支援センターとしての

機能を果たすようにするものとする。  

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設

において、当該各施設が配偶者暴力相談支援セ

ンターとしての機能を果たすようにするよう

努めるものとする。  

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲

げる業務を行うものとする。  

一 被害者に関する各般の問題について、相

談に応ずること又は婦人相談員若しくは相

談を行う機関を紹介すること。  

二 被害者の心身の健康を回復させるため、

医学的又は心理学的な指導その他の必要な

指導を行うこと。  

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場

合にあっては、被害者及びその同伴する家

族。次号、第六号、第五条及び第八条の三

において同じ。）の緊急時における安全の確

保及び一時保護を行うこと。  

四 被害者が自立して生活することを促進す

るため、就業の促進、住宅の確保、援護等

に関する制度の利用等について、情報の提

供、助言、関係機関との連絡調整その他の

援助を行うこと。  

五 第四章に定める保護命令の制度の利用に

ついて、情報の提供、助言、関係機関への

連絡その他の援助を行うこと。  

六 被害者を居住させ保護する施設の利用に

ついて、情報の提供、助言、関係機関との

連絡調整その他の援助を行うこと。  

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自

ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満た

す者に委託して行うものとする。  

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を

行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活

動を行う民間の団体との連携に努めるものと

する。  

 

（婦人相談員による相談等）  

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必

要な指導を行うことができる。  

 

（婦人保護施設における保護）  

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害

者の保護を行うことができる。  

 

  第三章 被害者の保護  
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（配偶者からの暴力の発見者による通報等）  

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者で

あった者からの身体に対する暴力に限る。以下

この章において同じ。）を受けている者を発見

した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センタ

ー又は警察官に通報するよう努めなければな

らない。  

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行う

に当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見した

ときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター

又は警察官に通報することができる。この場合

において、その者の意思を尊重するよう努める

ものとする。  

３ 刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密

漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律

の規定は、前二項の規定により通報することを

妨げるものと解釈してはならない。  

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行う

に当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見した

ときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援セ

ンター等の利用について、その有する情報を提

供するよう努めなければならない。  

 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護につ

いての説明等）  

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者

に関する通報又は相談を受けた場合には、必要

に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定に

より配偶者暴力相談支援センターが行う業務

の内容について説明及び助言を行うとともに、

必要な保護を受けることを勧奨するものとす

る。   

 

（警察官による被害の防止）  

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴

力が行われていると認めるときは、警察法 （昭

和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執

行法 （昭和二十三年法律第百三十六号）その

他の法令の定めるところにより、暴力の制止、

被害者の保護その他の配偶者からの暴力によ

る被害の発生を防止するために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。  

 

（警察本部長等の援助）  

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部

長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く

方面については、方面本部長。第十五条第三項

において同じ。）又は警察署長は、配偶者から

の暴力を受けている者から、配偶者からの暴力

による被害を自ら防止するための援助を受け

たい旨の申出があり、その申出を相当と認める

ときは、当該配偶者からの暴力を受けている者

に対し、国家公安委員会規則で定めるところに

より、当該被害を自ら防止するための措置の教

示その他配偶者からの暴力による被害の発生

を防止するために必要な援助を行うものとす

る。  

 

（福祉事務所による自立支援）  

第八条の三 社会福祉法 （昭和二十六年法律第

四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条

において「福祉事務所」という。）は、生活保

護法 （昭和二十五年法律第百四十四号）、児童

福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）、母

子及び父子並びに寡婦福祉法 （昭和三十九年

法律第百二十九号）その他の法令の定めるとこ

ろにより、被害者の自立を支援するために必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。  

 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）  

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県

警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係

機関その他の関係機関は、被害者の保護を行う

に当たっては、その適切な保護が行われるよう、

相互に連携を図りながら協力するよう努める

ものとする。  

 

（苦情の適切かつ迅速な処理）  

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に

係る職員の職務の執行に関して被害者から苦

情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれ

を処理するよう努めるものとする。  

 

  第四章 保護命令  

（保護命令）  

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身

体に対し害を加える旨を告知してする脅迫を
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いう。以下この章において同じ。）を受けた者

に限る。以下この章において同じ。）が、配偶

者からの身体に対する暴力を受けた者である

場合にあっては配偶者からの更なる身体に対

する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受

けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が

取り消された場合にあっては、当該配偶者であ

った者から引き続き受ける身体に対する暴力。

第十二条第一項第二号において同じ。）により、

配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者

である場合にあっては配偶者から受ける身体

に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅

迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶

者であった者から引き続き受ける身体に対す

る暴力。同号において同じ。）により、その生

命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大

きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、

その生命又は身体に危害が加えられることを

防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体

に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受け

た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合にあっては、当該配偶者であっ

た者。以下この条、同項第三号及び第四号並び

に第十八条第一項において同じ。）に対し、次

の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただ

し、第二号に掲げる事項については、申立ての

時において被害者及び当該配偶者が生活の本

拠を共にする場合に限る。  

一 命令の効力が生じた日から起算して六月

間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活

の本拠としている住居を除く。以下この号

において同じ。）その他の場所において被害

者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、

勤務先その他その通常所在する場所の付近

をはいかいしてはならないこと。  

二 命令の効力が生じた日から起算して二月

間、被害者と共に生活の本拠としている住

居から退去すること及び当該住居の付近を

はいかいしてはならないこと。  

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一

号の規定による命令を発する裁判所又は発し

た裁判所は、被害者の申立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止する

ため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた

日以後、同号の規定による命令の効力が生じた

日から起算して六月を経過する日までの間、被

害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為

もしてはならないことを命ずるものとする。  

一 面会を要求すること。  

二 その行動を監視していると思わせるよう 

な事項を告げ、又はその知り得る状態に置 

くこと。  

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむ

を得ない場合を除き、連続して、電話をか

け、ファクシミリ装置を用いて送信し、若

しくは電子メールを送信すること。  

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時

から午前六時までの間に、電話をかけ、フ

ァクシミリ装置を用いて送信し、又は電子

メールを送信すること。  

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又

は嫌悪の情を催させるような物を送付し、

又はその知り得る状態に置くこと。  

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその

知り得る状態に置くこと。  

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若

しくはその知り得る状態に置き、又はその

性的羞恥心を害する文書、図画その他の物

を送付し、若しくはその知り得る状態に置

くこと。  

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者

がその成年に達しない子（以下この項及び次項

並びに第十二条第一項第三号において単に

「子」という。）と同居しているときであって、

配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる

言動を行っていることその他の事情があるこ

とから被害者がその同居している子に関して

配偶者と面会することを余儀なくされること

を防止するため必要があると認めるときは、第

一項第一号の規定による命令を発する裁判所

又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、

その生命又は身体に危害が加えられることを

防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力

が生じた日以後、同号の規定による命令の効力

が生じた日から起算して六月を経過する日ま

での間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活

の本拠としている住居を除く。以下この項にお

いて同じ。）、就学する学校その他の場所におい
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て当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住

居、就学する学校その他その通常所在する場所

の付近をはいかいしてはならないことを命ず

るものとする。ただし、当該子が十五歳以上で

あるときは、その同意がある場合に限る。  

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者

が被害者の親族その他被害者と社会生活にお

いて密接な関係を有する者（被害者と同居して

いる子及び配偶者と同居している者を除く。以

下この項及び次項並びに第十二条第一項第四

号において「親族等」という。）の住居に押し

掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行ってい

ることその他の事情があることから被害者が

その親族等に関して配偶者と面会することを

余儀なくされることを防止するため必要があ

ると認めるときは、第一項第一号の規定による

命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害

者の申立てにより、その生命又は身体に危害が

加えられることを防止するため、当該配偶者に

対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定

による命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間、当該親族等の住居

（当該配偶者と共に生活の本拠としている住

居を除く。以下この項において同じ。）その他

の場所において当該親族等の身辺につきまと

い、又は当該親族等の住居、勤務先その他その

通常所在する場所の付近をはいかいしてはな

らないことを命ずるものとする。  

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五

歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）

の同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年

被後見人である場合にあっては、その法定代理

人の同意）がある場合に限り、することができ

る。  

 

（管轄裁判所）  

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立

てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住

所がないとき又は住所が知れないときは居所）

の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属す

る。  

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次

の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にも

することができる。  

一 申立人の住所又は居所の所在地  

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対

する暴力又は生命等に対する脅迫が行われ

た地  

 

（保護命令の申立て）  

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定

による命令（以下「保護命令」という。）の申

立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしな

ければならない。  

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫を受けた状況  

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又

は配偶者からの生命等に対する脅迫を受け

た後の配偶者から受ける身体に対する暴力

により、生命又は身体に重大な危害を受け

るおそれが大きいと認めるに足りる申立て

の時における事情  

三 第十条第三項の規定による命令の申立て

をする場合にあっては、被害者が当該同居

している子に関して配偶者と面会すること

を余儀なくされることを防止するため当該

命令を発する必要があると認めるに足りる

申立ての時における事情  

四 第十条第四項の規定による命令の申立て

をする場合にあっては、被害者が当該親族

等に関して配偶者と面会することを余儀な

くされることを防止するため当該命令を発

する必要があると認めるに足りる申立ての

時における事情  

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は

警察職員に対し、前各号に掲げる事項につ

いて相談し、又は援助若しくは保護を求め

た事実の有無及びその事実があるときは、

次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は

当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求め

た日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内 

 容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られ

た措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同

項第五号イからニまでに掲げる事項の記載が

ない場合には、申立書には、同項第一号から第
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四号までに掲げる事項についての申立人の供

述を記載した書面で公証人法（明治四十一年法

律第五十三号）第五十八条ノ二第一項 の認証

を受けたものを添付しなければならない。  

 

（迅速な裁判）  

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事

件については、速やかに裁判をするものとする。  

 

（保護命令事件の審理の方法）  

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立

ち会うことができる審尋の期日を経なければ、

これを発することができない。ただし、その期

日を経ることにより保護命令の申立ての目的

を達することができない事情があるときは、こ

の限りでない。  

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニま

でに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所

は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助

若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対

して執られた措置の内容を記載した書面の提

出を求めるものとする。この場合において、当

該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属

官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。  

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前

項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所

属官署の長又は申立人から相談を受け、若しく

は援助若しくは保護を求められた職員に対し、

同項の規定により書面の提出を求めた事項に

関して更に説明を求めることができる。  

 

（保護命令の申立てについての決定等）  

第十五条 保護命令の申立てについての決定に

は、理由を付さなければならない。ただし、口

頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の

要旨を示せば足りる。  

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又

は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の

期日における言渡しによって、その効力を生ず

る。  

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、

速やかにその旨及びその内容を申立人の住所

又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察

本部長に通知するものとする。  

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配

偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談

し、又は援助若しくは保護を求めた事実があり、

かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項

第五号イからニまでに掲げる事項の記載があ

るときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命

令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名

称が記載された配偶者暴力相談支援センター

（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力

相談支援センターが二以上ある場合にあって

は、申立人がその職員に対し相談し、又は援助

若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者

暴力相談支援センター）の長に通知するものと

する。  

５ 保護命令は、執行力を有しない。  

 

（即時抗告）  

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に

対しては、即時抗告をすることができる。  

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を

及ぼさない。  

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の

取消しの原因となることが明らかな事情があ

ることにつき疎明があったときに限り、抗告裁

判所は、申立てにより、即時抗告についての裁

判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の

停止を命ずることができる。事件の記録が原裁

判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命

ずることができる。  

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規

定による命令の効力の停止を命ずる場合にお

いて、同条第二項から第四項までの規定による

命令が発せられているときは、裁判所は、当該

命令の効力の停止をも命じなければならない。  

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を

申し立てることができない。  

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定に

よる命令を取り消す場合において、同条第二項

から第四項までの規定による命令が発せられ

ているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取

り消さなければならない。  

７ 前条第四項の規定による通知がされている

保護命令について、第三項若しくは第四項の規

定によりその効力の停止を命じたとき又は抗

告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書
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記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該

通知をした配偶者暴力相談支援センターの長

に通知するものとする。  

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場

合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した

場合について準用する。  

 

（保護命令の取消し）  

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護

命令の申立てをした者の申立てがあった場合

には、当該保護命令を取り消さなければならな

い。第十条第一項第一号又は第二項から第四項

までの規定による命令にあっては同号の規定

による命令が効力を生じた日から起算して三

月を経過した後において、同条第一項第二号の

規定による命令にあっては当該命令が効力を

生じた日から起算して二週間を経過した後に

おいて、これらの命令を受けた者が申し立て、

当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者

に異議がないことを確認したときも、同様とす

る。  

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の

規定による命令を発した裁判所が前項の規定

により当該命令を取り消す場合について準用

する。  

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前

二項の場合について準用する。  

 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度

の申立て）  

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命

令が発せられた後に当該発せられた命令の申

立ての理由となった身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする

同号の規定による命令の再度の申立てがあっ

たときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠

としている住居から転居しようとする被害者

がその責めに帰することのできない事由によ

り当該発せられた命令の効力が生ずる日から

起算して二月を経過する日までに当該住居か

らの転居を完了することができないことその

他の同号の規定による命令を再度発する必要

があると認めるべき事情があるときに限り、当

該命令を発するものとする。ただし、当該命令

を発することにより当該配偶者の生活に特に

著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令

を発しないことができる。  

２ 前項の申立てをする場合における第十二条

の規定の適用については、同条第一項各号列記

以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第

一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第

十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前

各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第

二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文

の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第

四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一

号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第

一項本文の事情」とする。  

 

（事件の記録の閲覧等）  

第十九条 保護命令に関する手続について、当事

者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧

若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の

交付又は事件に関する事項の証明書の交付を

請求することができる。ただし、相手方にあっ

ては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しく

は相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、

又は相手方に対する保護命令の送達があるま

での間は、この限りでない。  

 

（法務事務官による宣誓認証）  

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその

支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は

公証人がその職務を行うことができない場合

には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法

務局又はその支局に勤務する法務事務官に第

十二条第二項（第十八条第二項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わ

せることができる。  

 

（民事訴訟法 の準用）  

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合

を除き、保護命令に関する手続に関しては、そ

の性質に反しない限り、民事訴訟法 （平成八

年法律第百九号）の規定を準用する。  

 

（最高裁判所規則）  

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護

命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁

判所規則で定める。  
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  第五章 雑則  

（職務関係者による配慮等）  

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の

保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次

項において「職務関係者」という。）は、その

職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、そ

の置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、

障害の有無等を問わずその人権を尊重すると

ともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分

な配慮をしなければならない。  

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、

被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関

する理解を深めるために必要な研修及び啓発

を行うものとする。  

 

（教育及び啓発）  

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力の防止に関する国民の理解を深めるた

めの教育及び啓発に努めるものとする。  

 

（調査研究の推進等）  

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護に資するため、

加害者の更生のための指導の方法、被害者の心

身の健康を回復させるための方法等に関する

調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人

材の養成及び資質の向上に努めるものとする。  

 

（民間の団体に対する援助）  

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護を図るための

活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行

うよう努めるものとする。  

 

（都道府県及び市の支弁）  

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用

を支弁しなければならない。  

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げ

る業務を行う婦人相談所の運営に要する費

用（次号に掲げる費用を除く。）  

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人

相談所が行う一時保護（同条第四項に規定

する厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行う場合を含む。）に要する費用  

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委

嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用  

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保

護（市町村、社会福祉法人その他適当と認

める者に委託して行う場合を含む。）及びこ

れに伴い必要な事務に要する費用  

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱す

る婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁

しなければならない。  

 

（国の負担及び補助）  

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、

都道府県が前条第一項の規定により支弁した

費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるも

のについては、その十分の五を負担するものと

する。  

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲

げる費用の十分の五以内を補助することがで

きる。  

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁

した費用のうち、同項第三号及び第四号に

掲げるもの  

二 市が前条第二項の規定により支弁した費

用  

 

  第五章の二 補則  

（この法律の準用）  

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前

章までの規定は、生活の本拠を共にする交際

（婚姻関係における共同生活に類する共同生

活を営んでいないものを除く。）をする関係に

ある相手からの暴力（当該関係にある相手から

の身体に対する暴力等をいい、当該関係にある

相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、

その者が当該関係を解消した場合にあっては、

当該関係にあった者から引き続き受ける身体

に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受け

た者について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは

「第二十八条の二に規定する関係にある相手

からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 
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第二条 被害者 被害者（第二十八

条の二に規定す

る関係にある相

手からの暴力を

受けた者をいう。

以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又

は配偶者

であった

者 

同条に規定する

関係にある相手

又は同条に規定

する関係にある

相手であった者 

第十条第一項から

第四項まで、第十

一条第二項第二

号、第十二条第一

項第一号から第四

号まで及び第十八

条第一項 

配偶者 第二十八条の二

に規定する関係

にある相手 

第十条第一項 離 婚 を

し、又は

その婚姻

が取り消

された場

合 

第二十八条の二

に規定する関係

を解消した場合 

 

  第六章 罰則  

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて

準用する第十条第一項から第四項までの規定

によるものを含む。次条において同じ。）に違

反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の

罰金に処する。  

 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）又

は第二十八条の二において読み替えて準用す

る第十二条第一項（第二十八条の二において準

用する第十八条第二項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定により記載す

べき事項について虚偽の記載のある申立書に

より保護命令の申立てをした者は、十万円以下

の過料に処する。  

 

  附 則 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。ただし、第二章、

第六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部

分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談

支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条

及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日

から施行する。  

 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相

談所に対し被害者が配偶者からの身体に対す

る暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護

を求めた場合における当該被害者からの保護

命令の申立てに係る事件に関する第十二条第

一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項

の規定の適用については、これらの規定中「配

偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦

人相談所」とする。  

 

（検討）  

第三条 この法律の規定については、この法律の

施行後三年を目途として、この法律の施行状況

等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づ

いて必要な措置が講ぜられるものとする。  

 

 附 則 （平成一六年六月二日法律第六四号）  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。  

 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律によ

る改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律（次項において「旧法」

という。）第十条の規定による命令の申立てに

係る同条の規定による命令に関する事件につ

いては、なお従前の例による。  

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せ

られた後に当該命令の申立ての理由となった

身体に対する不法な攻撃であって生命又は身

体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由と

するこの法律による改正後の配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下

「新法」という。）第十条第一項第二号の規定
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による命令の申立て（この法律の施行後最初に

されるものに限る。）があった場合における新

法第十八条第一項の規定の適用については、同

項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。  

 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行

後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要

な措置が講ぜられるものとする。  

 

附 則（平成一九年七月一一日法律第一一三号） 

抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。  

 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律によ

る改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律第十条の規定による命

令の申立てに係る同条の規定による命令に関

する事件については、なお従前の例による。  

 

附 則 （平成二五年七月三日法律第七二号） 

抄  

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。  

 

附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 

抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。  

一 第一条中次世代育成支援対策推進法附則

第二条第一項の改正規定並びに附則第四条

第一項及び第二項、第十四条並びに第十九

条の規定 公布の日  

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第

十条まで、第十二条及び第十五条から第十

八条までの規定 平成二十六年十月一日  

 

（政令への委任） 

第十九条 この附則に規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。  
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女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（抄） 

（昭和六十年条約第七号） 

 

この条約の締約国は、 

 国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価

値並びに男女の権利の平等に関する信念を改め

て確認していることに留意し、 

 世界人権宣言が、差別は容認することができな

いものであるとの原則を確認していること、並び

にすべての人間は生まれながらにして自由であ

り、かつ、尊厳及び権利について平等であること

並びにすべての人は性による差別その他のいか

なる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利

及び自由を享有することができることを宣明し

ていることに留意し、 

 人権に関する国際規約の締約国がすべての経

済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の

享有について男女に平等の権利を確保する義務

を負つていることに留意し、 

 国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締

結した男女の権利の平等を促進するための国際

条約を考慮し、 

 更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の

権利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告

に留意し、 

 しかしながら、これらの種々の文書にもかかわ

らず女子に対する差別が依然として広範に存在

していることを憂慮し、 

 女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人

間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子

が男子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経

済的及び文化的活動に参加する上で障害となる

ものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害す

るものであり、また、女子の潜在能力を自国及び

人類に役立てるために完全に開発することを一

層困難にするものであることを想起し、  窮乏

の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇

用のための訓練及び機会並びに他の必要とする

ものを享受する機会が最も少ないことを憂慮し、 

 衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の

確立が男女の平等の促進に大きく貢献すること

を確信し、 

 アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人

種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国 

による占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男

女の権利の完全な享有に不可欠であることを強

調し、 

 国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和

し、すべての国（社会体制及び経済体制のいかん

を問わない。）の間で相互に協力し、全面的かつ

完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な

国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間

の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認

し、外国の支配の下、植民地支配の下又は外国の

占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独

立の権利を実現し並びに国の主権及び領土保全

を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、

ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献するこ

とを確認し、 

 国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平

和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の

条件で最大限に参加することを必要としている

ことを確信し、 

 家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全

には認められていなかつた女子の大きな貢献、母

性の社会的重要性並びに家庭及び子の養育にお

ける両親の役割に留意し、また、出産における女

子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の

養育には男女及び社会全体が共に責任を負うこ

とが必要であることを認識し、 

 社会及び家庭における男子の伝統的役割を女

子の役割とともに変更することが男女の完全な

平等の達成に必要であることを認識し、 

 女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げ

られている諸原則を実施すること及びこのため

に女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃する

ための必要な措置をとることを決意して、 

 次のとおり協定した。  

 

第一部 

第一条 

 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、

性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、

経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかな

る分野においても、女子（婚姻をしているかいな

いかを問わない。）が男女の平等を基礎として人

権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使する
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ことを害し又は無効にする効果又は目的を有す

るものをいう。 

 

第二条 

 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を

非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべ

ての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求する

ことに合意し、及びこのため次のことを約束する。  

（ａ） 男女の平等の原則が自国の憲法その他の

適当な法令に組み入れられていない場合に

はこれを定め、かつ、男女の平等の原則の

実際的な実現を法律その他の適当な手段に

より確保すること。  

（ｂ） 女子に対するすべての差別を禁止する適

当な立法その他の措置（適当な場合には制

裁を含む。）をとること。  

（ｃ） 女子の権利の法的な保護を男子との平等

を基礎として確立し、かつ、権限のある自

国の裁判所その他の公の機関を通じて差別

となるいかなる行為からも女子を効果的に

保護することを確保すること。  

（ｄ） 女子に対する差別となるいかなる行為又

は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機

関がこの義務に従つて行動することを確保

すること。  

（ｅ） 個人、団体又は企業による女子に対する

差別を撤廃するためのすべての適当な措置

をとること。  

（ｆ） 女子に対する差別となる既存の法律、規

則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するた

めのすべての適当な措置（立法を含む。）を

とること。  

（ｇ） 女子に対する差別となる自国のすべての

刑罰規定を廃止すること。  

 

第三条 

 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会

的、経済的及び文化的分野において、女子に対し

て男子との平等を基礎として人権及び基本的自

由を行使し及び享有することを保障することを

目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確

保するためのすべての適当な措置（立法を含む。）

をとる。 

 

第四条 

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進するこ

とを目的とする暫定的な特別措置をとること

は、この条約に定義する差別と解してはならな

い。ただし、その結果としていかなる意味にお

いても不平等な又は別個の基準を維持し続け

ることとなつてはならず、これらの措置は、機

会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃

止されなければならない。  

２ 締約国が母性を保護することを目的とする

特別措置（この条約に規定する措置を含む。）

をとることは、差別と解してはならない。  

 

第五条 

 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措

置をとる。  

 （ａ） 両性のいずれかの劣等性若しくは優越

性の観念又は男女の定型化された役割に

基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行

の撤廃を実現するため、男女の社会的及び

文化的な行動様式を修正すること。 

 （ｂ） 家庭についての教育に、社会的機能と

しての母性についての適正な理解並びに

子の養育及び発育における男女の共同責

任についての認識を含めることを確保す

ること。あらゆる場合において、子の利益

は最初に考慮するものとする。  

 

第六条 

 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子

の売春からの搾取を禁止するためのすべての適

当な措置（立法を含む。）をとる。  

 

第二部 

第七条 

 締約国は、自国の政治的及び公的活動における

女子に対する差別を撤廃するためのすべての適

当な措置をとるものとし、特に、女子に対して男

子と平等の条件で次の権利を確保する。  

 （ａ） あらゆる選挙及び国民投票において投

票する権利並びにすべての公選による機

関に選挙される資格を有する権利  

 （ｂ） 政府の政策の策定及び実施に参加する

権利並びに政府のすべての段階において

公職に就き及びすべての公務を遂行する

権利  
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 （ｃ） 自国の公的又は政治的活動に関係のあ

る非政府機関及び非政府団体に参加する

権利  

 

第八条 

 締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際

機関の活動に参加する機会を、女子に対して男子

と平等の条件でかついかなる差別もなく確保す

るためのすべての適当な措置をとる。 

 

第九条  

１ 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、

女子に対して男子と平等の権利を与える。締約

国は、特に、外国人との婚姻又は婚姻中の夫の

国籍の変更が、動的に妻の国籍を変更し、妻を

無国籍にし又は夫の国籍を妻に強制すること

とならないことを確保する。  

２ 締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男

子と平等の権利を与える。  

 

第三部 

第十条 

 締約国は、教育の分野において、女子に対して

男子と平等の権利を確保することを目的として、

特に、男女の平等を基礎として次のことを確保す

ることを目的として、女子に対する差別を撤廃す

るためのすべての適当な措置をとる。  

 （ａ） 農村及び都市のあらゆる種類の教育施

設における職業指導、修学の機会及び資格

証書の取得のための同一の条件。このよう

な平等は、就学前教育、普通教育、技術教

育、専門教育及び高等技術教育並びにあら

ゆる種類の職業訓練において確保されな

ければならない。  

 （ｂ） 同一の教育課程、同一の試験、同一の

水準の資格を有する教育職員並びに同一

の質の学校施設及び設備を享受する機会  

 （ｃ） すべての段階及びあらゆる形態の教育

における男女の役割についての定型化さ

れた概念の撤廃を、この目的の達成を助長

する男女共学その他の種類の教育を奨励

することにより、また、特に、教材用図書

及び指導計画を改訂すること並びに指導

方法を調整することにより行うこと。  

 （ｄ） 奨学金その他の修学援助を享受する同

一の機会  

 （ｅ） 継続教育計画（成人向けの及び実用的

な識字計画を含む。）、特に、男女間に存在

する教育上の格差をできる限り早期に減

少させることを目的とした継続教育計画

を利用する同一の機会  

 （ｆ） 女子の中途退学率を減少させること及

び早期に退学した女子のための計画を策

定すること。  

 （ｇ） スポ－ツ及び体育に積極的に参加する

同一の機会  

 （ｈ） 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特

定の教育的情報（家族計画に関する情報及

び助言を含む。）を享受する機会  

 

第十一条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権

利、特に次の権利を確保することを目的として、

雇用の分野における女子に対する差別を撤廃

するためのすべての適当な措置をとる。 

 （ａ） すべての人間の奪い得ない権利として

の労働の権利  

 （ｂ） 同一の雇用機会（雇用に関する同一の

選考基準の適用を含む。）についての権利  

 （ｃ） 職業を自由に選択する権利、昇進、雇

用の保障ならびに労働に係るすべての給

付及び条件についての権利並びに職業訓

練及び再訓練（見習、上級職業訓練及び継

続的訓練を含む。）を受ける権利  

 （ｄ） 同一価値の労働についての同一報酬（手

当を含む。）及び同一待遇についての権利

並びに労働の質の評価に関する取扱いの

平等についての権利   

 （ｅ） 社会保障（特に、退職、失業、傷病、

障害、老齢その他の労働不能の場合におけ

る社会保障）についての権利及び有給休暇

についての権利  

 （ｆ） 作業条件に係る健康の保護及び安全（生

殖機能の保護を含む。）についての権利  

２ 締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に

対する差別を防止し、かつ、女子に対して実効

的な労働の権利を確保するため、次のことを目

的とする適当な措置をとる。 

 （ａ） 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及

び婚姻をしているかいないかに基づく差
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別的解雇を制裁を課して禁止すること。  

 （ｂ） 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴

い、かつ、従前の雇用関係、先任及び社会

保障上の利益の喪失を伴わない母性休暇

を導入すること。  

 （ｃ） 親が家庭責任と職業上の責務及び社会

的活動への参加とを両立させることを可

能とするために必要な補助的な社会的サ

－ビスの提供を、特に保育施設網の設置及

び充実を促進することにより奨励するこ

と。  

 （ｄ） 妊娠中の女子に有害であることが証明

されている種類の作業においては、当該女

子に対して特別の保護を与えること。  

３ この条に規定する事項に関する保護法令は、

科学上及び技術上の知識に基づき定期的に検

討するものとし、必要に応じて、修正し、廃止

し、又はその適用を拡大する。  

 

第十二条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として保健サ－

ビス（家族計画に関連するものを含む。）を享

受する機会を確保することを目的として、保健

の分野における女子に対する差別を撤廃する

ためのすべての適当な措置をとる。  

２ １の規定にかかわらず、締約国は、女子に対

し、妊娠、分娩及び産後の期間中の適当なサ－

ビス（必要な場合には無料にする。）並びに妊

娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保する。  

 

第十三条 

 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、

特に次の権利を確保することを目的として、他の

経済的及び社会的活動の分野における女子に対

する差別を撤廃するためのすべての適当な措置

をとる。  

 （ａ） 家族給付についての権利  

 （ｂ） 銀行貸付け、抵当その他の形態の金 

融上の信用についての権利  

 （ｃ） レクリエ－ション、スポ－ツ及びあら

ゆる側面における文化的活動に参加する

権利  

 

第十四条 

１ 締約国は、農村の女子が直面する特別の問題

及び家族の経済的生存のために果たしている

重要な役割（貨幣化されていない経済の部門に

おける労働を含む。）を考慮に入れるものとし、

農村の女子に対するこの条約の適用を確保す

るためのすべての適当な措置をとる。  

２ 締約国は、男女の平等を基礎として農村の女

子が農村の開発に参加すること及びその開発

から生ずる利益を受けることを確保すること

を目的として、農村の女子に対する差別を撤廃

するためのすべての適当な措置をとるものと

し、特に、これらの女子に対して次の権利を確

保する。  

（ａ） すべての段階における開発計画の作

成及び実施に参加する権利  

（ｂ） 適当な保健サ－ビス（家族計画に関

する情報、カウンセリング及びサ－ビ

スを含む。）を享受する権利  

（ｃ） 社会保障制度から直接に利益を享受

する権利  

（ｄ） 技術的な能力を高めるために、あら

ゆる種類（正規であるかないかを問わ

ない。）の訓練及び教育（実用的な識字

に関するものを含む。）並びに、特に、

すべての地域サ－ビス及び普及サ－ビ

スからの利益を享受する権利  

（ｅ） 経済分野における平等な機会を雇用

又は自営を通じて得るために、自助的

集団及び協同組合を組織する権利  

（ｆ） あらゆる地域活動に参加する権利 

（ｇ） 農業信用及び貸付け、流通機構並び 

   に適当な技術を利用する権利並びに土

地及び農地の改革並びに入植計画にお

いて平等な待遇を享受する権利  

（ｈ） 適当な生活条件（特に、住居、衛生、 

電力及び水の供給、運輸並びに通信に関 

する条件）を享受する権利  

 

第四部 

第十五条 

１ 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との

平等を認める。  

２ 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と

同一の法的能力を与えるものとし、また、この

能力を行使する同一の機会を与える。特に、締

約国は、契約を締結し及び財産を管理すること
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につき女子に対して男子と平等の権利を与え

るものとし、裁判所における手続のすべての段

階において女子を男子と平等に取り扱う。  

３ 締約国は、女子の法的能力を制限するような

法的効果を有するすべての契約及び他のすべ

ての私的文書（種類のいかんを問わない。）を

無効とすることに同意する。  

４ 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の

選択の自由に関する法律において男女に同一

の権利を与える。  

 

第十六条 

１ 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての

事項について女子に対する差別を撤廃するた

めのすべての適当な措置をとるものとし、特に、

男女の平等を基礎として次のことを確保する。  

 （ａ） 婚姻をする同一の権利  

 （ｂ） 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完

全な合意のみにより婚姻をする同一の権

利  

 （ｃ） 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権

利及び責任  

 （ｄ） 子に関する事項についての親（婚姻を

しているかいないかを問わない。）として

の同一の権利及び責任。あらゆる場合にお

いて、子の利益は至上である。  

 （ｅ） 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責

任をもって決定する同一の権利並びにこ

れらの権利の行使を可能にする情報、教育

及び手段を享受する同一の権利  

 （ｆ） 子の後見及び養子縁組又は国内法令に

これらに類する制度が存在する場合には

その制度に係る同一の権利及び責任。あら

ゆる場合において、子の利益は至上である。  

 （ｇ） 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び

職業を選択する権利を含む。）  

 （ｈ） 無償であるか有償であるかを問わず、

財産を所有し、取得し、運用し、管理し、

利用し及び処分することに関する配偶者

双方の同一の権利  

２ 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しない

ものとし、また、婚姻最低年齢を定め及び公の

登録所への婚姻の登録を義務付けるためのす

べての必要な措置（立法を含む。）がとられな

ければならない。  

 

第五部 

第十七条 

１ この条約の実施に関する進捗状況を検討す

るために、女子に対する差別の撤廃に関する委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。

委員会は、この条約の効力発生の時は十八人の、

三十五番目の締約国による批准又は加入の後

は二十三人の徳望が高く、かつ、この条約が対

象とする分野において十分な能力を有する専

門家で構成する。委員は、締約国の国民の中か

ら締約国により選出されるものとし、個人の資

格で職務を遂行する。その選出に当たっては、

委員の配分が地理的に衡平に行われること並

びに異なる文明形態及び主要な法体系が代表

されることを考慮に入れる。  

２ 委員会の委員は、締約国により指名された者

の名簿の中から秘密投票により選出される。各

締約国は、自国民の中から一人を指名すること

ができる。  

３ 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効

力発生の日の後六箇月を経過した時に行う。国

際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の

遅くとも三箇月前までに、締約国に対し、自国

が指名する者の氏名を二箇月以内に提出する

よう書簡で要請する。同事務総長は、指名され

た者のアルファベット順による名簿（これらの

者を指名した締約国名を表示した名簿とす

る。）を作成し、締約国に送付する。  

４ 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長に

より国際連合本部に招集される締約国の会合

において行う。この会合は、締約国の三分の二

をもって定足数とする。この会合においては、

出席しかつ投票する締約国の代表によって投

じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得

て指名された者をもって委員会に選出された

委員とする。  

５ 委員会の委員は、四年の任期で選出される。

ただし、最初の選挙において選出された委員の

うち九人の委員の任期は、二年で終了するもの

とし、これらの九人の委員は、最初の選挙の後

直ちに、委員会の委員長によりくじ引きで選ば

れる。  

６ 委員会の五人の追加的な委員の選挙は、三十

五番目の批准又は加入の後、２から４までの規
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定に従って行う。この時に選出された追加的な

委員のうち二人の委員の任期は、二年で終了す

るものとし、これらの二人の委員は、委員会の

委員長によりくじ引で選ばれる。  

７ 締約国は、自国の専門家が委員会の委員とし

ての職務を遂行することができなくなった場

合には、その空席を補充するため、委員会の承

認を条件として自国民の中から他の専門家を

任命する。  

８ 委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任

務の重要性を考慮して決定する条件に従い、同

総会の承認を得て、国際連合の財源から報酬を

受ける。  

９ 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定

める任務を効果的に遂行するために必要な職

員及び便益を提供する。  

 

第十八条 

１ 締約国は、次の場合に、この条約の実施のた

めにとった立法上、司法上、行政上その他の措

置及びこれらの措置によりもたらされた進歩

に関する報告を、委員会による検討のため、国

際連合事務総長に提出することを約束する。  

 （ａ） 当該締約国についてこの条約が効力を

生ずる時から一年以内  

 （ｂ） その後は少なくとも四年ごと、更には

委員会が要請するとき。  

２ 報告には、この条約に基づく義務の履行の程

度に影響を及ぼす要因及び障害を記載すること

ができる。  

 

第十九条～第二十条  （略） 

 

第二十一条 

１ 委員会は、その活動につき経済社会理事会を

通じて毎年国際連合総会に報告するものとし、

また、締約国から得た報告及び情報の検討に基

づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行

うことができる。これらの提案及び一般的な性

格を有する勧告は、締約国から意見がある場合

にはその意見とともに、委員会の報告に記載す

る。  

２ 国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報

用として、婦人の地位委員会に送付する。  

 

第二十二条  （略） 

 

  第六部  （略） 
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南アルプス市男女共同参画推進条例 

平成18年12月25日条例第68号 

 

目次 

前文 

第1章 総則(第1条―第8条) 

第2章 性別による権利侵害の禁止(第9条・第

10条) 

第3章 基本的施策(第11条―第26条) 

第4章 推進体制の整備(第27条) 

第5章 男女共同参画審議会(第28条―第30条) 

第6章 補則(第31条) 

附則 

 

南アルプス市は、個人の尊重を前提とし、法の

下の平等と両性の本質的平等を謳っている日本

国憲法の理念及び女子に対するあらゆる形態の

差別の撤廃に関する条約に基づき、男女共同参画

社会の実現に努めている。 

本市は、西に北岳を仰ぎ、南に富士山を望み、

豊かな自然との共生の中で未来にひらく文化を

創造し、すべての市民が真に幸せを実感できるま

ちづくりを目指している。かかるまちづくりには、

男女共同参画が不可欠である。 

本市は、平成15年の合併当初から、すべての

男女が共に個人を尊重しつつ、喜びも責任も分か

ち合い、自らの意思を持ち、一人ひとりの能力を

十分に発揮できるような施策を積極的に進めて

きた。 

しかしながら、今なお、性別による固定的な役

割分担意識に基づく社会制度及び慣行が、家庭、

地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野に

根強く存在し、真の男女平等の達成を妨げている。 

こうした状況を踏まえ、市、市民及び事業者等

が一体となり、男女が共に輝き、次世代を担う子

どもたちが共に住みたいと願う南アルプス市を

目指し、男女共同参画社会の実現に向けて、この

条例を制定する。 

 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、

基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者等の

責務を明らかにするとともに、市の施策の基本と

なる事項を定めることにより、男女共同参画を総

合的かつ計画的に推進し、もって豊かで活力ある

男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構

成員として、自らの意思によって社会のあ

らゆる分野における活動に参画する機会が

確保され、もって男女が均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うことをい

う。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に

ついての男女間の格差を改善するため、必

要な範囲において、男女のいずれか一方に

対し、当該機会を積極的に提供することを

いう。 

(3) 市民 住民登録の有無にかかわらず市内

に居住する者、市内に通勤する者及び市内

に通学する者をいう。 

(4) 事業者 市内において、営利又は非営利

の事業活動を行うすべての個人及び法人そ

の他の団体をいう。 

(5) 自治組織等 市内の行政区等地縁に基づ

いて形成された団体及びその他の市民団体

をいう。 

(6) 教育に携わる者 家庭教育、学校教育、

社会教育その他本市においてあらゆる教育

に携わる者をいう。 

(7) 事業者等 事業者、自治組織等及び教育

に携わる者をいう。 

 

(基本理念) 

第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項

を基本理念として図られなければならない。 

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられる

こと、男女が性別による差別的取扱いを受

けないこと、男女が個人として能力を発揮

する機会が確保されることその他の男女の

人権が尊重されること。 

(2) 社会における制度又は慣行が男女の社会
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における活動の選択に対して及ぼす影響を

できるだけ中立なものとするように配慮さ

れること。 

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市

における政策又は事業所等における方針の

立案及び決定に、共に参画する機会が確保

されること。 

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社

会の支援を受けながら、家庭、地域、職場、

学校その他の社会のあらゆる分野(以下「社

会のあらゆる分野」という。)における活動

に、対等に参画できるよう行われること。 

(5) 国際社会の取組と密接に関係しているこ

とを理解するとともに、国際的協調の下に

行われること。 

(6) 男女が、対等な関係の下に互いの性につ

いての理解を深め、双方の健康に配慮する

とともに、生涯にわたる性と生殖に関して、

自らが決定する権利を十分に尊重すること。 

(7) 社会のあらゆる分野から暴力及び虐待並

びに他の者を不快にさせる性的な言動を根

絶すること。 

 

(市の責務) 

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本

理念」という。)にのっとり、男女共同参画の

推進に関する施策を定め、これを総合的かつ計

画的に実施しなければならない。 

2 市は、男女共同参画の推進に当たり、市民の

意見を尊重するとともに、市民及び事業者等の

ほか、国、県及び他の地方公共団体と連携し、

協力しなければならない。 

3 市は、男女共同参画の推進に関する施策を行

うため、必要な財政上の措置を講じなければな

らない。 

4 市は、男女共同参画の推進に関する職員の資

質の向上及び人材育成を図るため、職員研修等

を実施しなければならない。 

 

(市民の責務) 

第5条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同

参画について理解を深め、社会のあらゆる分野

において男女共同参画の推進に取り組むよう

努めなければならない。 

2 男性である市民は、社会のあらゆる分野にお

いて男女の役割を固定化させている従来の慣

行を改めるよう努めなければならない。 

3 女性である市民は、男女の役割を固定化させ

ている従来の慣行を踏襲することなく、自立し

た個人として対等な関係で男性と社会を形成

していけるよう努めなければならない。 

4 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に

関する施策に積極的に協力するよう努めなけ

ればならない。 

 

(事業者の責務) 

第6条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、

基本理念にのっとり、男女共同参画を推進する

市の施策を十分に理解し、協力するほか、これ

を積極的に実施するよう努めなければならな

い。 

2 事業者は、事業活動において、男女の平等に

関する法令を遵守し、男女が家庭と事業活動と

を両立できる環境を整えることに努めなけれ

ばならない。 

3 事業者は、市と工事請負等の契約を希望し業

者登録をする場合は、男女共同参画の推進状況

を届け出るよう努めなければならない。 

 

(自治組織等の責務) 

第7条 自治組織等は、基本理念にのっとり、性

別による固定的な役割分担意識又は社会の慣

行等男女共同参画を推進するのに弊害となる

要因を取り除くよう努めなければならない。 

2 自治組織等は、市が推進する男女共同参画の

施策の遂行に協力するよう努めなければなら

ない。 

3 自治組織等における役職の構成に当たっては、

性別を理由に異なった取扱いをしないように

努めなければならない。 

4 市から補助金又は交付金を受けている自治組

織等は、市に実績報告と併せて、男女共同参画

の推進状況の報告を届け出るよう努めなけれ

ばならない。 

 

(教育に携わる者の責務) 

第8条 教育に携わる者は、基本理念にのっとり、

男女共同参画の推進における教育の重要性に

ついて深く理解し、積極的に基本理念に配慮し

た教育に取り組まなければならない。 
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第2章 性別による権利侵害の禁止 

(性別による権利侵害の禁止) 

第9条 何人も、社会のあらゆる分野において性

別による差別的取扱いをしてはならない。 

2 何人も、他者に対して、身体的又は精神的な

苦痛を与える暴力行為又はそれを助長するよ

うな行為をしてはならない。 

 

(公衆に表示する情報に関する留意) 

第10条 何人も、公衆に表示する情報において、

性別による固定的な役割分担若しくは男女間

の暴力等を助長し、若しくは連想させる表現又

は過度の性的な表現を行わないよう努めなけ

ればならない。 

 

第3章 基本的施策 

(基本計画) 

第11条 市長は、男女共同参画の推進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共

同参画社会の実現に向けての基本的な計画(以

下「基本計画」という。)を策定しなければな

らない。 

2 基本計画は、次に掲げる事項について定める

ものとする。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参

画の推進に関する施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画

の推進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項 

3 市長は、男女共同参画の推進のために基本計

画を策定し、又は変更するに当たっては、市民

及び事業者等の意見を反映させる措置を講ず

るよう努めるとともに、南アルプス市男女共同

参画審議会の意見を聴かなければならない。 

4 市長は、基本計画を策定し、又は変更したと

きは、速やかにこれを公表するものとする。 

 

(実施状況の公表) 

第12条 市長は、毎年、基本計画に基づく施策の

実施状況について報告書を作成し、これを公表

するものとする。 

 

(調査研究) 

第13条 市は、男女共同参画の推進に関する施策

を策定し、かつ実施するため、必要な調査及び

研究を行うものとする。 

 

(情報提供及び広報活動) 

第14条 市は、男女共同参画の推進について、市

民及び事業者等の理解を深めるため、あらゆる

機会を通じて情報を提供し、及び広報活動を行

うよう努めるものとする。 

 

(男女平等教育の推進) 

第15条 市は、学校教育、社会教育その他あらゆ

る教育の分野において、男女平等教育を推進す

るよう努めなければならない。 

 

(施策の策定への配慮) 

第16条 市は、あらゆる施策の策定に当たり、企

画、立案及び実施において男女共同参画の推進

に配慮するものとする。 

 

(積極的改善措置) 

第17条 市長は、各種行政委員又は審議会等にお

ける委員を委嘱し、又は任命するときは、委員

の男女比率に配慮するものとする。 

2 市長は、男女共同参画の推進に当たっては、

前項の規定によるもののほか、必要な場合にお

いて、積極的改善措置を講ずるものとする。 

 

(市民への活動支援) 

第18条 市は、男女共同参画を推進する市民に対

し、必要な支援を行うよう努めなければならな

い。 

 

(家庭生活とそれ以外の活動との両立支援) 

第19条 市は、男女が家庭生活における活動と地

域生活又は職業生活における活動とを両立さ

せるために、必要な支援を行うよう努めなけれ

ばならない。 

 

(子育てと介護の共助と支援) 

第20条 家族を構成する者は、性別により役割を

固定することなく、共に助け合い、協力して子

どもの養育及び家族の介護をしなければなら

ない。 

2 市は、家族を構成する者が性別により役割を

固定することなく子育て及び介護を積極的に
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行うことができるよう環境整備に努めなけれ

ばならない。 

 

(事業者への支援) 

第21条 市は、事業者に対し雇用の分野における

男女共同参画が推進されるよう必要な支援を

行うものとする。 

2 市は、事業者に対し、職場におけるセクシュ

アル・ハラスメント等の男女の人権に関する問

題の発生が事業活動に対する障害となるおそ

れがあることにかんがみ、当該問題の回避のた

めの情報を提供しなければならない。 

 

(自営業者への支援) 

第22条 市は、農林業、商工業その他の産業にお

ける自営業の男女共同参画を推進するため、こ

れらに従事するものに対し、情報の提供その他

必要な支援を行うものとする。 

 

(市民等の表彰) 

第23条 市は、男女共同参画の推進に関する活動

に積極的に取り組んでいる市民、事業者等の表

彰を行うものとする。 

 

(新たな取組を必要とする分野の推進) 

第24条 市は、新たな取組を必要とする分野(科

学技術、防災、災害復興、地域おこし、まちづ

くり、観光及び環境の各分野をいう。) にお

ける男女共同参画を推進しなければならない。 

 

(国際的協調のための措置) 

第25条 市は、男女共同参画の推進に当たって、

国際的協調の下に、外国の地方公共団体等との

情報交換その他男女共同参画の推進に関する

国際的な相互協力を円滑に促進するため、必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

(苦情及び相談への対応) 

第26条 市長は、男女共同参画の推進に関する施

策又は男女共同参画に影響を及ぼすと認めら

れる施策について、市民又は事業者等から苦情

の申出を受けたときは、適切な措置を迅速に講

ずるよう努めなければならない。 

2 市長は、性別による差別的取扱いその他の男

女共同参画の推進を阻害する人権の侵害につ

いて、市民又は事業者等から相談の申出があっ

たときは、関係機関又は関係団体と協力して、

適切な措置を迅速に講ずるよう努めなければ

ならない。 

3 市長は、前2項の申出に係る対応において、必

要があると認めたときは、南アルプス市男女共

同参画審議会に意見を求めることができる。 

 

第4章 推進体制の整備 

第27条 市は、男女共同参画の推進に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体

制を整備するものとする。 

2 前項に定める体制の整備は、次の各号により

行うものとする。 

(1) 市は、市、市民及び事業者等が互いに協

働して効果的な男女共同参画の推進を図る

ため、南アルプスハーモニープラン推進会

議を置く。 

(2) 市は、関係部局相互の連携により、男女

共同参画の推進に関する施策を円滑かつ総

合的に計画し、調整し、及び実施するため、

市長を長とする推進体制を整備するものと

する。 

 

第5章 男女共同参画審議会 

(審議会の設置) 

第28条 市長は、男女共同参画の推進に関する重

要事項について調査審議等を行うため、南アル

プス市男女共同参画審議会(以下「審議会」と

いう。)を置く。 

2 審議会は、次に掲げる事項について調査及び

審議を行う。 

(1) 基本計画の策定及び変更に関する事項 

(2) 第26条第1項及び第2項に規定する苦情及

び相談の申出に関する事項 

(3) 男女共同参画の推進に関し、市長から諮

問を受けた事項 

3 審議会は前項に定めるもののほか、必要があ

ると認めたときは、男女共同参画の推進に関す

る事項について市長に意見を述べることがで

きる。 

 

(組織等) 

第29条 審議会は、市長が委嘱する委員10人以

内で組織する。 
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2 前項の場合において、男女のいずれか一方の

委員の数は、委員総数の10分の4未満とならな

いものとする。ただし、市長がやむを得ない事

情があると認めた場合は、この限りでない。 

3 委員は、市民、事業者等の代表者、学識経験

者及び関係行政機関の職員のうちから市長が

委嘱する。 

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠

けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

5 委員は、再任されることができる。 

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も、同様とする。 

 

(委任) 

第30条 前2条に定めるもののほか、審議会に関

し必要な事項は、規則で定める。 

 

第6章 補則 

(委任) 

第31条 この条例に定めるもののほか、必要な事

項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成19年2月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際現に策定されている南ア

ルプスハーモニープランは、第11条第1項の規

定により策定された基本計画とみなす。 
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南アルプス市男女共同参画都市宣言 

平成 18年 12月 25日公告第 136号 

 

男性と女性が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力

を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題

である。そのためには、国における取組に加えて、市民の生活に身近な地域社会から、男女共同参画が進

められる必要がある。 

市を挙げて男女共同参画社会づくりに取り組む「男女共同参画宣言都市」となることによって、男女共

同参画社会の実現に向けての気運を広く醸成することを目的とする。 

市民一人ひとりの人権が性別や世代に偏ることなく尊重され、ともに輝き、生きがいのある男女共同参

画社会の実現に向けて取り組んでいく決意を表明し、次のとおり男女共同参画都市宣言を行う。 

「男女共同参画都市宣言」 

わたしたちは，美しい南アルプスの豊かな自然と先人の知恵を尊び、未来にひらく文化を創造し、すべ

ての市民が性別や世代に偏ることなく人権を尊重し、一人ひとりがともに輝き、生きがいのある社会の実

現をめざすため、ここに男女共同参画都市「南アルプス市」を宣言します。 

１ 男女が互いの人権を尊重し、個性と能力を十分に発揮できるまちをめざします。 

１ 男女が性別による差別をなくし、自らの意思で政治、経済、社会、文化などのあらゆる分野に対等に

参画できるまちをめざします。 

１ 次世代を担う子どもたち一人ひとりが自立し、個性を生かしながら、いきいきと暮らせるまちをめざ

します。 

１ わたしたちは、国際的な視野に立ち、男女がともに支え合う、平和で豊かなまちをめざします。 
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南アルプス市男女共同参画審議会 委員名簿 

 

役 職 氏  名 選出区分 所属機関等 

会 長 山内 幸雄 学識経験者 
憲法学者 

山梨大学非常勤講師 

委 員 信田 恵三 学識経験者 弁護士 

委 員 飯野 多惠子 公共的団体 市女性団体連絡協議会 

委 員 清水 うめ子 学識経験者 市女性団体連絡協議会 

委 員 荻原 まゆみ 公共的団体 
南アルプスハーモニープラン推

進会議 

委 員 栁本 光次 事業者 南アルプス市商工会 

委 員 小林 由紀 事業者 
社会福祉法人 

南アルプス市社会福祉協議会 

委 員 井上 さつき 事業者 南アルプス市農業協同組合  

委 員 川﨑 芳博 公募   

（敬称略） 
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